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A　

安
井
息
軒
と
陸
奥
宗
光

　

従
来
の
陸
奥
宗
光
研
究
で
は
、
陸
奥
の
外
交
上
の
行
績
が
余
り
に
も
顕
著
だ

っ
た
た
め
、
外
交
官
と
し
て
の
陸
奥
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
が
多
か
っ
た
。
し

か
し
、
萩
原
延
壽
の
意
欲
的
な
陸
奥
研
究
が
現
わ
れ
て
か
ら
は）

1
（

、
陸
奥
が
外
交

で
示
し
た
卓
越
し
た
才
能
は
疑
い
得
な
い
け
れ
ど
も
、
陸
奥
が
真
に
目
指
し
た

の
は
日
本
に
立
憲
政
体
を
確
立
す
る
こ
と
だ
っ
た
、
と
い
う
よ
う
に
変
っ
て
き

た
。
陸
奥
の
生
涯
、
そ
し
て
陸
奥
が
残
し
た
翻
訳
を
含
む
著
書
、
論
稿
、
書
簡

な
ど
を
詳
し
く
吟
味
す
れ
ば
、
萩
原
ら
の
陸
奥
論
が
大
い
に
説
得
力
を
持
っ
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
こ
れ
を
陸
奥
の
一
生
を
木
に
た
と
え
る
と
、

立
憲
政
体
建
設
へ
の
運
動
が
幹
で
あ
り
、
外
交
は
枝
、
も
っ
と
も
大
き
な
枝
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　

陸
奥
を
立
憲
体
制
の
確
立
へ
と
駆
り
立
て
た
最
大
の
動
機
が
反
藩
閥
政
治
に

あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
で
は
陸
奥
を
立
憲
思
想
に
近
づ
け
た
の
は
何
だ

っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
誰
だ
っ
た
の
か
。
陸
奥
が
そ
の
立
憲
思
想
を
西
洋
の
思

想
家
た
ち
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
の
功
利
主

義
者
J
・
ベ
ン
サ
ム
の
影
響
は
顕
著
だ
っ
た
。
し
か
し
、
陸
奥
が
実
際
に
原
典

で
西
洋
思
想
家
た
ち
の
立
憲
思
想
を
学
ぶ
よ
う
に
な
る
の
は
維
新
後
で
あ
ろ

う
。
勿
論
、
西
洋
の
立
憲
思
想
に
触
れ
た
の
は
、
既
に
維
新
前
で
、
恐
ら
く
、

坂
本
龍
馬
、
勝
海
舟
、
あ
る
い
は
後
藤
象
二
郎
あ
た
り
か
ら
聞
い
て
知
っ
た
の

で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
だ
が
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
陸
奥
は
坂
本
や
勝
な

ど
に
会
う
前
に
、
当
時
の
正
規
の
学
問
を
や
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
は
、
東
洋
に
は
西
洋
の
立
憲
思
想
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
な
か
っ
た
の

で
、
そ
の
立
憲
思
想
を
受
け
入
れ
る
の
は
困
難
で
は
な
か
っ
た
か
ど
う
か
と
い

う
問
題
を
提
起
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
に
は
容
易
に
答

え
得
る
。
即
ち
、
陸
奥
は
余
り
困
難
を
伴
う
こ
と
な
く
西
洋
の
立
憲
思
想
を
受

け
入
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

何
故
か
。
そ
れ
は
陸
奥
が
『
管
子
』
を
介
し
て
西
洋
の
立
憲
思
想
を
受
け
入

れ
た
と
推
測
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
当
然
安
井
息
軒
の
影
響
が
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
息
軒
は
儒
者
で
あ
り
な
が
ら
、『
管
子
』
を
重
視
し
、
儒
家

思
想
と
法
家
思
想
を
統
合
し
た
儒
教
圏
に
お
け
る
殆
ど
唯
一
の
儒
者
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
陸
奥
自
身
は
息
軒
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
だ
が
、

陸
奥
が
安
政
五
年
か
ら
文
久
二
年
の
間
の
ど
こ
か
で
、
息
軒
の
三
計
塾
に
学
ん

で
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
間
の
と
こ
ろ
を
「
小
伝
」
で
は
次
の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
る
。「
決
然
郷
関
を
出
で
江
戸
に
来
り
自
ら
姓
名
を
改
め
中
村

小
次
郎
と
称
せ
り
貧
困
自
給
す
る
能
は
ず
各
処
に
寄
食
し
筆
耕
僅
に
其
口
を
糊
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す
る
も
の
三
年
此
間
安
井
息
軒
、
水
本
成
美
等
の
門
に
修
学
し
得
る
所
甚
だ
多

し）
2
（

」、
と
。
但
し
こ
こ
の
部
分
は
、
陸
奥
の
弟
子
で
後
に
首
相
に
な
っ
た
原
敬

が
書
い
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
陸
奥
が
何
時
息
軒
の
三
計
塾
に
入
っ
た
か
が
記

さ
れ
て
い
な
い
が
、
息
軒
の
門
人
帳
に
は
、
文
久
二
年
二
月
の
条
に
、「
紀
州

　

中
村
小
次
郎
」
と
あ
る）

3
（

。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
陸
奥
が
三
計
塾
に
い
た

期
間
は
そ
れ
ほ
ど
長
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
文
久
三
年
、

陸
奥
は
坂
本
龍
馬
と
出
会
い
、
神
戸
に
あ
っ
た
勝
海
舟
の
海
軍
塾
に
入
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
陸
奥
が
三
計
塾
を
退
塾
し
た
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

伝
え
ら
れ
て
い
る）

4
（

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
陸
奥
は
自
ら
塾
を
退
い
た
の
で
は
な

く
、
破
門
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
即
ち
、
陸
奥
は
自
ら
の
才
能
を
恃
む
こ

と
甚
だ
強
く
、
他
の
塾
生
を
蔑
む
か
ら
、
塾
の
雰
囲
気
が
悪
く
な
っ
た
の
で
、

息
軒
は
そ
の
才
能
を
惜
し
む
も
退
塾
を
命
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
真
偽
の

ほ
ど
は
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
は
あ
る
。
三
計
塾
を
去

っ
て
、
翌
年
入
っ
た
勝
の
海
軍
塾
で
も
、
陸
奥
は
同
じ
よ
う
に
振
舞
っ
て
い
た

よ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
勝
は
『
氷
川
清
話
』
の
中
で
、
陸
奥
に
つ
い
て
こ
う
言

っ
て
い
る
。「
身
の
丈た
け

に
も
似
合
は
ぬ
腰
の
物
を
伊
達
に
差
し
て
、
い
か
に
も

小
才
子
ら
し
い
風
を
し
て
…
…
居
た
ヨ
。
…
…
塾
中
で
は
、
小
次
郎
の
評
判
は

甚
だ
悪
か
つ
た
。
塾
生
に
は
、
薩
州
人
が
多
く
つ
て
、
…
…
小
次
郎
の
様
な
小

悧
功
な
小
才
子
は
誰
に
で
も
爪
弾
き
せ
ら
れ
て
居
た
の
だ）

5
（

。」
こ
の
よ
う
に
、

陸
奥
は
才
能
に
は
恵
ま
れ
て
は
い
た
が
、
極
め
て
個
性
的
で
扱
い
に
く
い
人
物

だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

さ
て
で
は
、
陸
奥
は
一
体
、
三
計
塾
で
何
を
学
び
、
安
井
息
軒
か
ら
ど
の
よ

う
な
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
上
述
の
よ
う
に
、
確

か
な
資
料
が
存
在
し
な
い
の
で
推
測
す
る
外
な
い
け
れ
ど
も
、
恐
ら
く
、
息
軒

の
弟
子
で
、
後
に
近
代
日
本
の
立
憲
政
体
の
建
設
に
大
き
く
貢
献
し
た
谷
干
城

や
井
上
毅
な
ど
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
、
三
計
塾
で
学
び
息
軒
か
ら
影
響
を
受

け
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
陸
奥
が
書
き
残
し
た
文
章
か
ら
、
間
接
的

に
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
よ
り
も
、『
管
子
』
の
影
響
で
あ
っ
て
、
陸

奥
の
文
章
に
も
管
子
の
名
前
が
よ
く
出
て
く
る
。
ま
た
、
三
計
塾
で
は
『
韓
非

子
』
も
よ
く
読
ん
で
い
た
の
で
、
韓
非
子
に
つ
い
て
も
知
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
江
戸
時
代
に
は
、
法
家
思
想
は
「
功
利
」
思
想
だ
と
し
て
排
撃
さ
れ
て
い

た
が
、
息
軒
は
功
利
を
寧
ろ
積
極
的
に
肯
定
し
た
。
勿
論
、
息
軒
の
肯
定
す
る

功
利
は
、
近
代
西
洋
の
ベ
ン
サ
ム
流
の
功
利
主
義
の
功
利
と
は
隋
分
違
う
も
の

だ
っ
た
が
、
陸
奥
は
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
た
。
こ
の

点
で
は
、
陸
奥
は
谷
や
井
上
と
は
違
っ
て
い
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
近
代
西
洋
の
立
憲
思
想
を
導
入
す
る
際
の
最
も
大
き
な
問
題
、
即
ち
、

西
洋
の
法
概
念
と
東
洋
（
儒
家
や
法
家
）
の
法
概
念
が
著
し
く
異
な
っ
て
い
る

と
い
う
問
題
に
ど
う
対
処
し
て
い
け
ば
よ
い
か
に
非
常
に
苦
悩
し
た
点
で
は
、

何
れ
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
陸
奥
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
に
出
て

い
る
外
交
辞
令
を
集
め
た
「
左
氏
辞
令
一
斑
」
を
作
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
陸

奥
が
『
春
秋
左
氏
伝
』
を
よ
く
読
ん
で
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
注
目
さ
れ

る
。
何
故
な
ら
、
息
軒
は
五
経
の
中
で
も
『
春
秋
左
氏
伝
』
を
特
に
重
視
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

何
れ
に
せ
よ
、
安
井
息
軒
と
陸
奥
宗
光
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の

陸
奥
宗
光
研
究
で
は
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
テ
ー

マ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
以
下
、
こ
の
テ
ー
マ
を
中
心
に
陸
奥
の
立
憲
思
想
を
論
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ず
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
前
に
、
陸
奥
の
生
涯
を
簡
単
に
見
て
お
こ
う
。

B　

陸
奥
宗
光
の
生
涯

　

陸
奥
宗
光
は
、
弘
化
元
年
七
月
七
日
に
、
和
歌
山
城
下
に
生
ま
れ
た
。
父
は

和
歌
山
藩
士
伊
達
藤
二
郎
宗
広
、
母
は
渥
美
氏
政
子
で
あ
る
。
幼
名
牛
磨
、
長

じ
て
小
次
郎
、
そ
の
後
、
姓
を
陸
奥
に
改
め
、
陽
之
助
、
宗
光
と
改
名
。
号
は

士
峰
、
六
石
、
福
堂
な
ど
。
そ
の
頃
父
は
、
既
に
勘
定
吟
味
役
、
寺
社
奉
行
を

経
て
、
熊
野
三
山
寄
付
金
貸
付
方
有
司
惣
括
の
要
職
に
あ
っ
た
。
自
得
、
千
広

と
号
し
、
幕
末
・
維
新
期
の
有
数
の
文
人
・
歌
人
で
、
嘉
永
元
年
に
成
っ
た

『
大
勢
三
転
考
』
は
、
我
が
国
明
治
以
前
の
代
表
的
史
書
の
一
つ
と
さ
れ
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
父
か
ら
子
の
宗
光
が
大
き
な
影
響
を
受
け
た
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

し
か
し
、
嘉
永
五
年
、
そ
れ
ま
で
順
調
に
昇
進
し
て
き
た
宗
広
の
身
に
、
突

然
、
苛
酷
な
運
命
が
襲
っ
た
。
同
年
九
月
に
、
後
見
者
だ
っ
た
執
政
山
中
筑
後

守
が
死
に
、
そ
れ
に
続
い
て
十
二
月
に
は
、
最
大
の
庇
護
者
だ
っ
た
前
藩
主
の

治
宝
が
死
去
し
た
か
ら
で
あ
る
。
治
宝
と
山
中
筑
後
守
の
藩
政
支
配
に
不
満
を

持
っ
て
い
た
勢
力
が
反
撃
に
出
て
、
宗
広
追
い
落
し
を
謀
り
、
宗
広
は
す
べ
て

の
官
職
を
奪
わ
れ
、
田
辺
の
安
藤
飛
騨
守
の
居
城
に
幽
閉
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ

の
禍
い
は
家
族
に
も
及
び
、
伊
達
家
の
人
々
は
一
切
の
家
禄
を
失
い
、
和
歌
山

を
離
れ
て
十
里
外
の
地
に
移
り
住
ま
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
の
時
、
宗
光

は
「
僅
に
九
歳
母
に
隋
ふ
て
四
方
に
流
離
す
」、
と
「
小
伝
」
に
あ
る
。
具
体

的
に
は
、
高
野
山
麓
、
紀
ノ
川
沿
い
の
村
々
で
流
浪
生
活
を
送
り
、
や
が
て
入

郷
村
に
落
着
く
。

　

安
政
五
年
、
江
戸
に
出
る
。
こ
の
時
の
詩
が
残
っ
て
い
る
（「
小
伝
」）。

朝
誦
暮
吟
十
五
年　
　

飄
身
飄
泊
似
飄
船

他
時
争
得
生
鵬
翼　
　

一
挙
排
雲
翔
九
天

　

文
久
元
年
、
父
宗
広
、
兄
宗
興
、
赦
さ
れ
て
和
歌
山
に
帰
る
。
父
と
会
う
た

め
に
帰
郷
す
る
も
、
ま
も
な
く
江
戸
に
戻
り
、
学
問
に
励
み
、
安
井
息
軒
や
水

本
成
美
な
ど
の
塾
に
入
っ
た
り
、
昌
平
黌
で
学
ん
だ
り
し
た
。
安
井
や
水
本
な

ど
の
塾
に
入
り
修
学
し
た
こ
と
は
、
既
に
上
で
「
小
伝
」
の
文
章
を
引
用
し
て

示
し
て
お
い
た
の
で
、
こ
こ
で
は
、
宗
光
の
最
初
の
本
格
的
伝
記
を
書
い
た
坂

崎
紫
瀾
の
『
陸
奥
宗
光
』
か
ら
引
用
し
て
お
こ
う
。「
当
時
君
は
尾
羽
打
ち
か

ら
せ
し
旅
烏
の
何
処
に
便た
よ

る
塒ね
ぐ
らも
な
く
吹
雪
に
迷
ふ
如
く
な
り
し
が
。
或
時
は

漢
方
医
の
家
に
草
根
木
皮
を
刻
み
。
或
時
は
書
生
の
為
め
に
抄
写
を
内
職
と
し

て
其
質
を
取
り
。
亦
自
ら
漢
学
を
修
め
ん
と
て
。
安
井
息
軒
並
に
水
本
成
美
の

塾
に
学
僕
と
し
て
住
み
込
み
。
蛍
雪
の
労
を
積
む
こ
と
怠
ら
ず）

6
（

。」

　

息
軒
が
宗
光
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
以
下
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、
こ

こ
で
水
本
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
こ
う
。
水
本
は
松
崎
慊
堂
門
生
で
息
軒
の
後

輩
に
当
る
が
、
当
時
、
日
本
及
び
中
国
の
法
律
に
最
も
精
通
し
て
い
た
人
物
と

い
わ
れ
る
。
明
治
元
年
十
月
、
新
政
府
よ
り
明
律
取
調
を
命
ぜ
ら
れ
る
。
翌
二

年
一
月
、
昌
平
学
校
一
等
教
授
、
同
年
三
月
、
刑
法
官
に
刑
律
取
調
掛
が
設
置

さ
れ
主
任
と
な
り
、
新
律
編
纂
が
始
ま
る
。
翌
三
年
十
二
月
、
水
本
の
主
導
で

新
律
綱
領
刻
成
る
。
そ
の
後
、
大
審
院
判
事
、
元
老
院
議
官
、
参
事
院
議
官
な

ど
を
歴
任
。
こ
う
水
本
の
経
歴
を
見
れ
ば
、
水
本
と
宗
光
と
は
元
老
院
で
一
緒

だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
実
際
、
両
者
が
ど
う
い
う
関
係
に
あ
っ
た
か
は
、
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水
本
に
関
す
る
資
料
が
余
り
に
不
足
し
て
い
る
の
で
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か

し
確
実
な
こ
と
は
、
宗
光
が
元
老
院
幹
事
だ
っ
た
時
、
河
野
敏
鎌
（
河
野
も
息

軒
門
下
、
後
の
農
商
務
・
文
部
・
司
法
大
臣
）
と
共
に
、
県
信
緝
か
ら
受
け
取

っ
た
蘆
野
徳
林
の
『
無
刑
録
』
を
水
本
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
い
き
、
有
益
な
著

書
で
あ
れ
ば
、
政
府
で
出
版
し
て
は
ど
う
か
と
願
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

『
無
刑
録
』
に
寄
せ
た
水
本
の
「
序
」
に
出
て
い
て
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。「
適

本
院
幹
事
陸
奥
宗
光
河
野
敏
鎌
出
一
書
示
余
曰
此
書
果
可
用
則
刊
之
於
官
以
公

於
世
如
何
把
而
覧
之
則
無
刑
録
也
問
所
由
来
則
信
緝
携
而
帰
者
余
之
望
慕
久
而

不
得
見
者
一
朝
而
得
寓
目
実
信
緝
之
賜
其
喜
幸
果
為
何
如
而
両
幹
事
又
欲
刊
而

公
之
世
之
執
法
者
之
喜
幸
又
将
何
如
哉）

7
（

。」
そ
し
て
実
際
、『
無
刑
録
』
は
、
明

治
十
年
に
元
老
院
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。
宗
光
は
そ
の
後
も
『
無
刑
録
』
を

読
ん
で
い
た
よ
う
で
、
宗
光
が
山
形
に
繫
獄
中
、
家
族
か
ら
送
ら
れ
た
書
籍
の

中
に
『
無
刑
録
』
も
あ
っ
た）

8
（

。
以
上
の
こ
と
か
ら
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
恐
ら

く
、
水
本
と
陸
奥
と
の
関
係
は
、
か
な
り
密
な
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

が
、
資
料
が
不
足
し
て
い
る
の
で
、
今
後
の
研
究
に
俟
ち
た
い
。

　

ま
た
、
宗
光
が
昌
平
黌
に
学
ん
だ
こ
と
は
、「
小
伝
」
に
は
記
さ
れ
て
い
な

い
け
れ
ど
も
、
兄
宗
興
や
宗
光
自
身
の
手
紙
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
例

え
ば
、
宗
光
の
文
久
二
年
（
萩
原
氏
推
定
）
正
月
三
日
付
の
年
賀
状
に
、「
小

生
義
当
時
者
聖
堂
入
塾
仕
、
無
事
勤
学
罷
在
候
条
、
乍
憚
御
休
慮
可
被
下

候
。」、
と
あ
る）

9
（

。
当
時
、
昌
平
黌
に
入
る
に
は
儒
官
の
推
薦
が
必
要
だ
っ
た
は

ず
で
、
息
軒
あ
る
い
は
他
の
儒
官
の
推
薦
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
息
軒
の
門

人
帳
に
よ
れ
ば
、
上
述
の
よ
う
に
、
宗
光
は
文
久
二
年
の
二
月
に
三
計
塾
に
入

っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
前
に
息
軒
と
出
会
い
息
軒
か
ら
そ
の
才
能
を
認
め

ら
れ
て
い
た
こ
と
も
十
分
推
測
で
き
る
こ
と
だ
が
、
事
実
は
ど
う
で
あ
っ
た

か
。

　

維
新
前
に
、
陸
奥
宗
光
に
影
響
を
与
え
た
人
物
を
三
人
挙
げ
る
な
ら
ば
、
思

う
に
、
父
宗
広
、
師
安
井
息
軒
、
坂
本
龍
馬
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て

こ
れ
ら
の
中
で
、
最
も
大
き
な
影
響
を
宗
光
に
与
え
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
く

龍
馬
で
あ
る
。
陸
奥
が
龍
馬
に
初
め
て
会
う
の
は
文
久
三
年
の
二
│
三
月
頃

で
、
そ
の
頃
龍
馬
は
、
勝
海
舟
の
弟
子
と
し
て
、
神
戸
に
出
来
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
海
軍
操
練
所
の
設
立
準
備
の
た
め
に
力
を
尽
し
て
い
た
。
龍
馬
は
陸
奥

に
会
う
や
直
ち
に
そ
の
「
才
鋒
の
鋭
利
」
な
る
を
認
め
、
更
に
そ
れ
を
伸
ば
し

「
老
成
練
熟
の
域
」（「
小
伝
」）
に
達
せ
し
め
ん
と
、
勝
の
海
軍
塾
に
入
れ
た
。

四
月
、
幕
命
と
し
て
海
軍
操
練
所
の
開
設
が
決
定
。
十
月
、
龍
馬
、
塾
頭
と
な

り
、
海
軍
操
練
所
の
訓
練
生
を
指
導
。
そ
の
中
に
勿
論
、
陸
奥
も
い
た
。
そ
の

外
、
沢
村
惣
之
丞
、
近
藤
長
次
郎
、
千
屋
寅
之
助
、
高
松
太
郎
、
新
宮
馬
之
助

な
ど
が
い
た
。
し
か
し
、
元
治
元
年
十
一
月
、
勝
海
舟
が
軍
艦
奉
行
職
を
解
か

れ
た
た
め
、
海
軍
操
練
所
も
閉
鎖
さ
れ
た
。
四
月
、
西
郷
隆
盛
と
小
松
帯
刀
が

鹿
児
島
に
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
龍
馬
た
ち
も
同
行
、
陸
奥
も
そ
の
中
に

い
た
よ
う
で
あ
る
。
更
に
、
五
月
、
汽
船
開
聞
丸
購
入
の
た
め
長
崎
へ
行
く
小

松
に
同
行
。
そ
こ
で
坂
本
ら
は
亀
山
社
中
を
興
し
、
薩
摩
藩
か
ら
財
政
援
助
を

受
け
る
。
亀
山
社
中
時
代
の
陸
奥
の
行
動
は
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
け
れ
ど
も
、
英

語
や
航
海
術
を
学
び
、
海
外
の
新
知
識
を
吸
収
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
亀
山

社
中
に
は
、
息
軒
の
三
計
塾
出
身
者
の
池
内
蔵
太
も
い
た
が
、
惜
し
い
こ
と

に
、
慶
応
二
年
春
、
五
島
塩
谷
崎
で
ワ
イ
ル
ウ
エ
フ
号
と
共
に
遭
難
死
し
て
い

る
。
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慶
応
三
年
四
月
、
土
佐
藩
の
支
援
の
下
で
海
援
隊
が
発
足
。
海
援
隊
約
規
の

冒
頭
に
こ
の
よ
う
に
あ
る
。「
凡
嘗
テ
本
藩
ヲ
脱
ス
ル
者
、
及
他
藩
ヲ
脱
ス
ル

海
外
ノ
志
ア
ル
皆
此
隊
ニ
入
ル
。
運
輸
射
利
、
開
柘
投
機
、
本
藩
ノ
応
援
ヲ
為

ス
ヲ
以
テ
主
ト
ス
。
今
後
自
他
ニ
論
ナ
ク
其
志
ニ
従
テ
撰
テ
入
之）

10
（

。」
こ
こ
に

は
、
海
援
隊
が
海
外
に
志
あ
る
者
の
集
り
で
、
藩
、
身
分
、
政
治
的
立
場
を
越

え
た
団
体
で
あ
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

　

同
隊
は
隊
士
、
水
夫
、
火
夫
な
ど
を
合
わ
せ
総
勢
お
よ
そ
五
十
人
で
、
勿
論

そ
の
中
に
陸
奥
宗
光
も
い
た
。
陸
奥
は
海
援
隊
で
は
測
量
士
官
で
あ
っ
た
が
、

同
年
七
月
頃
、
同
隊
の
た
め
に
「
商
法
ノ
愚
案
」
と
題
し
て
、「
商
舶
運
送
之

事
」、「
取
組
商
売
之
事
」、「
商
舶
ヨ
リ
船
持
ニ
運
上
ヲ
出
サ
セ
シ
ム
ル
事
」
の

三
策
を
坂
本
に
提
出
、
以
後
、
同
隊
商
法
に
専
任
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

坂
本
龍
馬
が
宗
光
に
宛
た
手
紙
は
四
・
五
通
残
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
一

つ
、
慶
応
三
年
十
月
二
十
二
日
付
の
手
紙
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
…
…
御

案
内
の
沢
や
の
加
七
と
申
候
も
の
ゝ
咄
、
…
…
度
々
小
弟
ニ
参
リ
相
談
願
候
。

其
故
ハ
仙
台
の
国
産
を
皆
引
受
候
て
、
商
法
云
云
の
事
な
り
。
小
弟
が
手
よ
り

金
一
万
両
出
セ
と
の
こ
と
也
。
上
件
を
是
非
と
申
相
願
候
間
、
商
法
の
事
ハ
陸

奥
に
任
し
在
之
候
得
バ
、
陸
奥
さ
へ
ウ
ン
と
い
へ
バ
、
金
の
事
を
と
も
か
く
も

か
す
べ
し
。
…
…）

11
（

。」
こ
こ
で
は
、
龍
馬
が
陸
奥
の
商
才
を
い
か
に
愛
し
て
い

る
か
が
分
か
る
が
、「
小
伝
」
に
は
、「
龍
馬
嘗
て
人
に
対
し
て
言
ふ
我
隊
中
数

十
の
壮
士
あ
り
然
れ
ど
も
能
く
団
体
の
外
に
独
立
し
て
自
か
ら
其
志
を
行
ふ
を

得
る
も
の
は
唯
余
と
陸
奥
あ
る
の
み
と
」、
と
あ
り
、
龍
馬
が
い
か
に
陸
奥
の

力
を
高
く
評
価
し
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
の
陸
奥
の
方
も
、

生
涯
、
龍
馬
を
敬
愛
し
続
け
、
そ
の
こ
と
を
何
度
も
文
章
に
し
て
い
る
。
宗
光

最
後
の
文
章
（
口
述
）
と
な
っ
た
「
後
藤
伯
」
の
中
で
も
、
龍
馬
を
追
慕
し
て

こ
う
言
っ
て
い
る
。「
坂
本
は
近
世
史
上
の
一
大
傑
物
に
し
て
、
其
融
通
変
化

の
才
に
富
め
る
、
其
識
見
議
論
の
高
き
、
其
他
人
を
誘
説
感
得
す
る
の
能
に
富

め
る
、
同
時
の
人
、
能
く
彼
の
右
に
出
る
も
の
あ
ら
ざ
り
き）

12
（

。」
だ
が
そ
の
龍

馬
も
同
年
十
一
月
十
五
日
夜
、
刺
客
に
襲
わ
れ
命
を
落
し
た
。

　

坂
本
龍
馬
は
死
ん
だ
が
、
そ
の
政
治
的
手
腕
と
「
船
中
八
策
」
│
特
に
、

憲
法
制
定
と
議
会
の
開
設
│
は
、
そ
の
後
の
陸
奥
の
生
き
方
に
大
き
な
影
響

を
与
え
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

慶
応
三
年
十
二
月
末
、
兵
庫
の
開
港
、
大
坂
の
開
市
に
立
ち
合
う
た
め
大
坂

に
赴
き
、
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
を
訪
ね
た
。
そ
こ
で
日
本
語
書
記
官
ア
ー
ネ
ス

ト
・
サ
ト
ウ
に
面
会
を
求
め
、「
小
伝
」
に
よ
る
と
、
更
に
サ
ト
ウ
の
紹
介
で

イ
ギ
リ
ス
公
使
ハ
リ
ー
・
パ
ー
ク
ス
と
意
見
を
交
わ
し
た
（
事
実
は
、
パ
ー
ク

ス
に
は
会
っ
て
い
な
い
ら
し
い
）。
そ
し
て
京
都
に
戻
り
そ
の
内
容
を
文
章
に

認
め
岩
倉
公
に
提
出
し
た
。
そ
れ
は
、「
維
新
の
急
務
は
到
底
開
国
進
取
の
政

策
を
執
ら
る
ゝ
の
外
他
策
な
し
」（「
小
伝
」）
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
が

岩
倉
に
受
け
容
れ
ら
れ
、
陸
奥
は
明
治
元
年
一
月
、
岩
倉
の
推
挙
で
、
新
政
府

の
外
国
事
務
局
御
用
掛
に
任
命
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
陸
奥
は
自
ら
「
余

が
生
来
始
め
て
身
を
責
任
あ
る
地
に
置
き
国
家
の
公
務
に
与
か
る
第
一
初
歩
な

り
と
す
…
…
王
政
維
新
兵
馬
倥
偬
の
間
に
於
て
新
政
府
が
最
も
不
熟
練
な
る
外

国
交
際
の
事
に
従
ひ
た
る
な
り
。」（「
小
伝
」）、
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
時
、

同
職
に
補
せ
ら
れ
た
の
は
、
伊
藤
博
文
、
井
上
馨
、
寺
島
宗
則
、
五
代
友
厚
、

中
井
弘
で
あ
っ
た
。
そ
の
三
ヶ
月
後
、
大
隈
重
信
が
加
わ
る
。
な
お
、
辞
令
書

に
は
、「
土
州　

陸
奥
陽
之
助
」
と
書
か
れ
て
い
た
。



7 安井息軒を継ぐ人々

　

同
年
五
月
、
会
計
官
権
判
事
と
な
る
。
こ
の
転
任
は
、「
鋼
銕
船
御
取
入
中

会
計
事
務
兼
務
」
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
、
宗
光
は
軍
艦
引
き
取
り

の
金
策
に
よ
っ
て
名
を
挙
げ
た
。「
小
伝
」
に
よ
る
と
、
当
時
外
国
事
務
局
判

事
だ
っ
た
小
松
帯
刀
の
幹
旋
で
ス
ト
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
号
は
明
治
新
政
府
に
引
き

渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
支
払
い
代
金
が
不
足
し
て
い
た
た
め
、
宗

光
が
大
阪
の
豪
商
た
ち
か
ら
調
達
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
同
年
六
月
、
会
計

官
権
判
事
を
免
ぜ
ら
れ
、
大
阪
府
権
判
事
と
な
る
。
そ
の
い
き
さ
つ
を
「
小

伝
」
は
こ
う
記
し
て
い
る
。「
会
計
官
副
知
事
其
実
は
会
計
官
総
裁
た
る
三
岡

八
郎
と
余
と
の
間
に
頗
る
所
見
を
異
に
し
余
は
少
年
血
気
の
時
と
て
庁
中
に
於

て
口
角
沫
を
飛
ば
し
大
に
三
岡
と
激
論
す
る
こ
と
数
回
に
及
び
た
る
の
結
果
と

し
て
遂
に
会
計
官
権
判
事
を
免
ぜ
ら
れ
る
ゝ
こ
と
ゝ
為
り
た
り
然
る
に
大
阪
府

知
事
後
藤
象
次
（
マ
マ
）郎
此
際
に
周
旋
す
る
所
あ
り
其
奏
請
に
因
り
大
阪
府
権
判
事

被
仰
付
た
る
な
り
。」

　

明
治
二
年
正
月
、
摂
津
県
知
事
と
な
る
。
摂
津
県
が
後
に
豊
崎
県
と
改
称
さ

れ
た
の
で
、
宗
光
も
豊
崎
県
知
事
と
な
る
。
同
年
六
月
、
兵
庫
県
知
事
と
な

る
。
前
任
者
は
伊
藤
博
文
だ
っ
た
。
し
か
し
、
同
年
八
月
同
職
を
免
ぜ
ら
れ

た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
「
小
伝
」
に
こ
う
あ
る
。「
当
時
中
央
政
府
に
於
て

大
隈
伊
藤
の
開
進
派
と
保
守
派
と
の
間
に
隠
然
と
し
て
氷
炭
相
容
れ
ざ
る
も
の

あ
り
て
各
県
の
知
事
其
属
す
る
所
の
党
派
如
何
に
因
り
免
黜
せ
ら
れ
た
る
も
の

多
か
り
し
が
余
も
亦
其
中
の
一
人
と
し
て
此
辞
令
書
を
受
く
る
に
至
れ
り
。」

文
中
の
大
隈
は
大
隈
重
信
、
伊
藤
は
伊
藤
博
文
で
あ
る
。

　

明
治
二
年
十
月
、
中
央
政
府
、
大
隈
や
伊
藤
ら
か
ら
上
京
を
促
さ
れ
る
も
辞

退
、
和
歌
山
藩
に
帰
り
、
藩
政
改
革
に
参
与
。
翌
三
年
三
月
、
和
歌
山
藩
執
事

と
し
て
渡
欧
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
（
プ
ロ
イ
セ
ン
）、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
に
滞

在
。
翌
四
年
五
月
帰
国
、
和
歌
山
藩
庁
に
出
仕
、
翌
六
月
、
津
田
出
の
後
任
と

し
て
和
歌
山
藩
戌
営
都
督
心
得
・
権
大
参
事
と
な
り
、
同
藩
兵
制
の
大
改
革
を

行
っ
た
。
陸
奥
が
和
歌
山
藩
藩
政
の
改
革
に
用
い
た
人
物
の
中
に
、
鳥
尾
小
弥

太
、
林
董
、
星
享
、
小
松
済
治
な
ど
が
い
た
。

　

明
治
四
年
八
月
、
神
奈
川
県
知
事
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
在
職
中
、
陸
奥
を
助
け

た
人
物
と
し
て
、
大
江
卓
、
神
鞭
知
常
ら
が
い
る
。
神
鞭
も
安
井
息
軒
門
下

で
、
後
に
、
法
制
局
長
官
、
内
閣
恩
給
局
長
官
な
ど
を
歴
任
。

　

明
治
五
年
四
月
、「
田
租
改
正
議
」
を
建
白
、
地
租
の
税
率
を
地
価
の
一
定

率
、
即
ち
五
％
全
国
一
律
に
す
べ
し
と
提
案
し
た
。
同
提
案
が
、
参
議
の
大
隈

重
信
、
大
蔵
大
輔
井
上
馨
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
六
月
、
大
蔵
省
租
税
頭

に
任
命
さ
れ
、
全
国
的
な
地
券
の
交
付
、
地
価
の
決
定
な
ど
の
問
題
に
取
り
組

む）
13
（

。

　

明
治
六
年
七
月
、
木
戸
孝
允
が
岩
倉
使
節
団
一
行
よ
り
一
足
先
に
帰
国
し
た

の
で
、
陸
奥
は
留
守
中
の
事
情
を
木
戸
に
伝
え
た
。
十
月
、
征
韓
論
争
が
起

り
、
西
郷
、
江
藤
ら
が
下
野
。

　

明
治
七
年
一
月
一
日
、
藩
閥
政
権
を
批
判
し
た
「
日
本
人
」
を
草
し
、
木
戸

孝
允
に
呈
し
た
。
十
五
日
、「
征
韓
論
に
与
み
す
る
も
の
に
あ
ら
」
ざ
る
も
、

当
時
の
政
界
の
混
乱
を
前
に
、「
政
府
部
内
に
立
つ
よ
り
も
寧
ろ
野
に
下
り
て

運
動
す
る
の
得
策
な
る
を
感
」（「
小
伝
」）
じ
、
自
ら
願
い
出
て
、
租
税
頭
を

辞
し
た
。
二
日
後
、
板
垣
退
助
、
後
藤
象
二
郎
ら
が
、「
民
撰
議
院
設
立
建
白

書
」
を
提
出
。
二
月
、
佐
賀
の
乱
。

　

明
治
八
年
二
月
、
所
謂
大
阪
会
議
で
木
戸
孝
允
が
示
し
た
申
合
せ
の
草
案
に
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は
、
宗
光
の
手
が
加
わ
っ
た
部
分
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
草
案
に
は
、

一
、「
我
輩
ハ
立
君
定
律
政
体
ヲ
以
テ
其
定
説
ト
為
ス
可
シ
」、
一
、「
我
輩
ハ

斯
定
説
ヲ
実
施
セ
ン
ガ
為
メ
、
彼
ノ
議
院
制
度
ヲ
採
リ
、
以
テ
我
法
律
法
ヲ
天

下
ニ
明
確
ニ
ス
ル
ヲ
勉
ム
可
シ
」、
な
ど
と
あ
る
（
萩
原
延
壽
『
陸
奥
宗
光
』

（
上
）、
三
六
六
頁
）。

　

同
八
年
四
月
、
元
老
院
議
官
に
任
命
さ
れ
る
。
こ
の
時
、
元
老
院
議
官
と
な

っ
た
の
は
、
後
藤
象
二
郎
、
由
利
公
正
、
福
岡
孝
弟
、
山
口
尚
芳
、
吉
井
友

実
、
島
尾
小
弥
太
、
三
浦
梧
楼
、
津
田
出
、
河
野
敏
鎌
、
松
岡
時
敏
、
加
藤
弘

之
で
あ
る
。
七
月
に
は
第
二
回
の
任
命
と
し
て
、
佐
々
木
高
行
、
斎
藤
利
行
、

有
梄
川
宮
熾た
る

仁ひ
と

親
王
、
柳
原
前さ
き

光み
つ

、
佐
野
常
民
、
黒
田
清
綱
、
長
谷
信
篤
、

大お
ぎ
ゅ
う給
恒ゆ
ず
る、
壬
生
基も
と

修な
が

、
秋
月
種
樹
の
十
名
が
補
足
さ
れ
た
。
以
上
の
元
老
院
議

官
に
任
命
さ
れ
た
人
物
を
見
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
安
井
息
軒
と
関
わ
り
を
持

つ
名
前
が
目
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
陸
奥
、
河
野
、
斉
藤
、
黒
田
は
、
息
軒
の
三

計
塾
出
身
者
で
あ
り
、
松
岡
、
佐
々
木
、
秋
月
は
息
軒
と
交
っ
た
人
物
で
あ

る
。
同
年
十
一
月
に
は
、
陸
奥
は
河
野
と
と
も
に
、
元
老
院
幹
事
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
陸
奥
は
、
元
老
院
議
官
に
任
命
さ
れ
た
時
の
感
慨
を
「
小
伝
」
の
中

で
以
下
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。
同
年
二
月
に
、
木
戸
孝
允
、
大
久
保
利

通
、
板
垣
退
助
ら
が
行
っ
た
大
阪
会
議
に
は
自
分
も
い
さ
さ
か
関
わ
っ
た
が
、

同
会
議
の
結
果
、「
四
月
十
四
日
の
大
詔
を
煥
発
し
新
た
に
元
老
院
を
置
か
る

ゝ
に
至
れ
り
此
大
詔
は
恰
も
明
治
十
四
年
の
大
詔
の
先
声
と
為
り
た
る
如
く
元

老
院
を
以
て
立
法
の
源
を
開
か
れ
た
る
も
の
に
し
て
余
は
同
院
議
官
に
任
命
せ

ら
れ
た
る
な
り
。」「
立
法
の
源
」
と
な
る
元
老
院
の
議
官
に
任
命
さ
れ
、
期
待

に
勇
ん
で
い
る
当
時
の
陸
奥
の
様
子
が
窺
わ
れ
る
。

　

明
治
十
年
一
月
、
元
老
院
副
議
長
に
仮
任
。
同
月
、
地
方
制
度
改
革
を
建

議
。
十
二
月
、
刑
法
草
按
審
査
委
員
と
な
る
。

　

明
治
十
一
年
六
月
十
日
、
土
佐
立
志
社
陰
謀
事
件
に
関
連
し
拘
引
さ
れ
、
諭

旨
免
官
と
な
る
。
同
年
八
月
二
十
一
日
付
、
除
族
の
上
、
禁
獄
五
年
が
申
し
渡

さ
れ
る
。
同
事
件
は
、
陸
奥
に
と
っ
て
、「
余
が
半
生
の
一
大
危
難
に
し
て
自

家
の
歴
史
上
磨
滅
す
べ
か
ら
ざ
る
の
汚
点
」（「
小
伝
」）
で
あ
っ
た
。
九
月
一

日
、
山
形
監
獄
に
送
ら
れ
る
。
翌
十
二
年
十
一
日
、
宮
城
監
獄
に
移
送
さ
る
。

翌
十
三
年
三
月
、
宮
城
獄
中
で
、「
面
壁
独
語
」、「
福
堂
独
語
」、「
資
治
性
理

談
」
な
ど
を
草
す
。
翌
十
四
年
六
月
、
J
・
ベ
ン
サ
ム
の
主
著 Introduction 

to the Principles of M
orals and Legislation

（1789

）
の
訳
稿
『
利
学
正

宗
』
成
る
。
ま
た
、「
左
氏
辞
令
一
斑
」
を
草
す
。
翌
十
五
年
、
宮
城
監
獄
で

「
福
堂
詩
存
」
を
著
わ
す
。
同
年
十
二
月
三
十
日
、
特
赦
を
受
く
。
翌
年
一
月
、

放
免
釈
放
。
同
年
、『
利
学
正
宗
』
を
刊
行
。

　

明
治
十
七
年
四
月
、
伊
藤
博
文
に
勧
め
ら
れ
て
外
遊
の
途
に
つ
く
。
五
月
、

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
着
、
六
月
末
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
発
つ
。
ア
メ
リ
カ
で
は
同

国
の
議
会
政
治
を
視
察
。
七
月
、
ロ
ン
ド
ン
着
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
同
国
の
議
会

制
度
の
研
究
を
行
う
。
翌
十
八
年
三
月
、
フ
ラ
ン
ス
。
四
月
、
ド
イ
ツ
の
ベ
ル

リ
ン
、
六
月
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ウ
ィ
ー
ン
。
同
地
に
八
月
十
五
日
ま
で
滞

在
。
シ
ュ
タ
イ
ン
に
つ
い
て
憲
法
な
ど
を
学
ぶ
。
八
月
に
は
ロ
シ
ア
へ
旅
行
。

九
月
、
ベ
ル
リ
ン
か
ら
ロ
ン
ド
ン
に
戻
る
。

　

明
治
十
九
年
二
月
、
帰
国
。
十
月
、
弁
理
公
使
に
任
命
さ
れ
る
。

　

明
治
二
十
年
四
月
、
法
律
取
調
委
員
副
長
。
四
月
、
特
命
全
権
公
使
に
昇

進
。
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明
治
二
十
一
年
二
月
、
ア
メ
リ
カ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
府
在
勤
を
命
ぜ
ら
れ
る
。

十
一
月
、
ワ
シ
ン
ト
ン
で
メ
キ
シ
コ
と
の
対
等
条
約
に
調
印
。

　

明
治
二
十
二
年
二
月
、
ア
メ
リ
カ
と
の
改
正
通
商
条
約
に
調
印
。
六
月
、
ワ

シ
ン
ト
ン
で
日
墨
条
約
の
批
准
交
換
。
こ
の
時
の
感
慨
を
後
に
回
顧
し
て
、

「
日
墨
条
約
は
我
国
始
め
て
純
然
た
る
対
等
条
約
を
結
び
た
る
も
の
に
し
て
余

実
に
全
権
委
員
た
る
こ
と
を
得
た
る
は
最
も
栄
と
為
す
所
な
り
」（「
小
伝
」）

と
記
し
て
い
る
。

　

明
治
二
十
三
年
一
月
、
御
用
帰
朝
。
五
月
、
第
一
次
山
県
有
朋
内
閣
の
農
商

務
大
臣
と
な
る
。
そ
の
時
の
農
商
務
次
官
は
前
田
正
名
だ
っ
た
。
七
月
、
第
一

回
総
選
挙
で
和
歌
山
県
一
区
か
ら
立
候
補
し
当
選
。
翌
年
五
月
、
法
科
大
学
教

授
梅
謙
次
郎
を
農
商
務
省
参
事
官
に
迎
え
る
。
同
月
、
大
津
事
件
発
生
。
同
事

件
に
陸
奥
は
冷
静
に
対
応
。
事
件
が
起
っ
た
時
、「
上
下
色
を
失
し
全
く
狼
狽

と
も
云
ふ
べ
き
有
様
な
り
し
が
、
陸
奥
大
臣
は
始
め
よ
り
冷
静
な
り
し）

14
（

。」

（『
原
敬
日
記
』）
と
原
敬
は
記
し
て
い
た
。

　

明
治
二
十
五
年
三
月
、
農
商
務
大
臣
を
辞
任
。
八
月
、
第
二
次
伊
藤
博
文
内

閣
の
外
務
大
臣
に
な
る
。

　

明
治
二
十
七
年
八
月
、
日
清
戦
争
始
ま
る
。
翌
年
一
月
、
伊
藤
首
相
と
と
も

に
日
清
講
和
会
議
全
権
弁
理
大
臣
に
任
命
さ
れ
る
。
三
月
、
清
全
権
李
鴻
章
と

講
和
談
判
開
始
。
四
月
、
日
清
講
和
条
約
調
印
。

　

明
治
二
十
九
年
二
月
、『
蹇
蹇
録
』
印
刷
。
同
著
緒
言
の
一
に
、「
此
編
は
明

治
二
十
七
年
四
五
月
交
朝
鮮
東
学
党
の
乱
起
り
し
以
来
征
清
の
挙
其
功
を
奏
し

中
間
露
、
独
、
仏
干
渉
の
事
あ
り
し
も
遂
に
翌
二
十
八
年
五
月
八
日
を
以
て
日

清
講
和
条
約
批
准
交
換
を
行
ふ
に
至
り
し
ま
で
の
間
に
於
け
る
外
交
政
略
の
概

要
を
叙
す
る
を
目
的
と
す）

15
（

」、
と
あ
る
。
五
月
、
外
務
大
臣
辞
任
。
十
二
月
、

雑
誌
『
世
界
之
日
本
』
発
刊
。

　

明
治
三
十
年
八
月
二
十
四
日
、
死
去
。
十
一
月
、
大
阪
夕
陽
岡
の
陸
奥
家
墓

所
に
埋
葬
。

C　

陸
奥
宗
光
の
立
憲
思
想

　
　
　

│
安
井
息
軒
か
ら
ベ
ン
サ
ム
へ

　

冒
頭
で
も
触
れ
た
が
、
陸
奥
宗
光
が
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
目
指
し
た
の

は
、
萩
原
延
壽
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
何
よ
り
も
日
本
に
立
憲
政
体
を
確
立

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
萩
原
は
そ
の
画
期
的
な
著
作
『
陸
奥
宗
光
』
に
お
い

て
、
陸
奥
の
生
涯
を
追
い
な
が
ら
、
歴
史
、
思
想
、
制
度
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
角

度
か
ら
、
陸
奥
が
い
か
に
日
本
の
立
憲
政
体
確
立
に
努
め
た
か
を
入
手
可
能
な

あ
ら
ゆ
る
文
献
を
使
っ
て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
萩
原
の
『
陸
奥
宗

光
』
で
も
、
宗
光
の
青
年
時
代
の
師
だ
っ
た
安
井
息
軒
と
宗
光
と
の
関
係
、
宗

光
が
息
軒
か
ら
受
け
た
で
あ
ろ
う
学
問
的
影
響
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
ら
れ
て

い
な
い
。
し
か
し
、
息
軒
の
影
響
は
何
も
言
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
荻
生
徂

徠
や
徂
徠
の
弟
子
で
あ
る
太
宰
春
台
の
影
響
に
つ
い
て
は
か
な
り
詳
し
く
言
及

し
て
い
る）

16
（

。
例
え
ば
、
陸
奥
が
歴
史
書
を
愛
読
し
た
こ
と
と
、「
学
問
は
歴
史

に
極
ま
り
候
事
に
候
」
と
い
う
徂
徠
の
言
葉
と
を
重
ね
て
い
る
。
ま
た
、
陸
奥

が
山
形
で
獄
中
生
活
を
始
め
る
際
、
東
京
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
『
論
語
徴
集
覧
』
と

『
徂
徠
集
』
を
携
帯
し
て
き
て
い
た
事
実
を
、「
徂
徠
学
に
た
い
す
る
陸
奥
の
尋

常
で
な
い
執
着
を
物
語
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
や
が
て
東
京
の
留
守
宅
か
ら
送
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っ
て
き
た
書
物
の
中
に
、「
徂
徠
の
高
弟
太
宰
春
台
の
『
聖
学
問
答
』（
二
冊
）、

『
春
台
先
生
文
集
』（
十
二
冊
）
の
二
部
が
ま
じ
っ
て
い
た
」
と
指
摘
し
て
い

る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
萩
原
の
意
図
は
、
陸
奥
に
徂
徠
の
影
響
が
あ
っ
た
と

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
陸
奥
が
ベ
ン
サ
ム
へ
と
向
か
っ
た
の
は
自
然
だ
っ
た
こ

と
を
論
ず
る
た
め
で
あ
る
。
萩
原
も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
既
に
早
く
明
治

二
十
年
代
に
、
山
路
愛
山
は
徂
徠
を
日
本
の
ベ
ン
サ
ム
と
い
い
、
徂
徠
と
ベ
ン

サ
ム
の
親
近
性
を
指
摘
し
て
い
た）

17
（

。
そ
し
て
こ
の
山
路
の
指
摘
は
あ
る
意
味
で

は
正
し
い
。
即
ち
、
徂
徠
も
ベ
ン
サ
ム
も
広
い
意
味
│
厳
格
な
意
味
で
は
な

く
│
で
の
功
利
主
義
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
朱
子
学
者
は
徂

徠
を
功
利
主
義
者
と
見
做
し
批
判
し
た
が
、
そ
れ
は
徂
徠
の
学
問
が
儒
学
を
逸

脱
し
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
尾
藤
二
洲
は
『
正
学
指
掌
』

「
附
録
」
の
中
で
徂
徠
を
こ
う
批
判
す
る
。
徂
徠
の
「
学
ノ
主
ト
ス
ル
所
ハ
功

利
ニ
テ
、
聖
人
ノ
言
ヲ
仮
リ
飾
リ
タ
ル
者
ナ
レ
バ
、
大
ニ
諸
家
ノ
意
ニ
異
ナ

リ
。
…
…
彼
ハ
聖
門
ノ
学
者
ニ
ア
ラ
ズ
。
功
利
ノ
ミ
事
ト
セ
ル
者
ナ
リ
。
…
…

管
晏
ヲ
崇
ビ
テ
、
霸
ハ
王
ノ
未
ダ
成
ラ
ヌ
ナ
リ
ト
イ
ヒ
、
孟
子
ノ
王
霸
ヲ
弁
ゼ

ル
ハ
、
先
王
ノ
道
ヲ
知
ラ
ヌ
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ル
類
、
ミ
ナ
其
本
意
ノ
所
在
ヲ
見
ル

ベ
シ）

18
（

。」、
と
。
徂
徠
の
学
問
が
儒
学
を
逸
脱
し
て
い
る
と
い
う
尾
藤
二
洲
の
徂

徠
批
判
は
誤
っ
て
い
る
が
、
徂
徠
が
儒
学
以
外
の
思
想
や
学
説
に
寛
大
で
あ
っ

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
尾
藤
は
「
功
利
ノ
説）

19
（

」
を
主
と
し
て
「
管
・
晏
等
」

の
思
想
に
当
て
て
い
る
が
、
確
か
に
徂
徠
は
管
晏
な
ど
に
対
し
て
は
寛
大
だ
っ

た
。
そ
こ
で
尾
藤
は
、
徂
徠
を
功
利
主
義
者
と
見
做
し
批
判
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
安
井
息
軒
は
、
こ
う
し
た
徂
徠
の
功
利
主
義
的
傾
向
を
受
け
継

ぎ
、
更
に
、
儒
家
思
想
と
管
子
の
法
治
思
想
と
を
統
合
し
た
の
だ
っ
た
。
息
軒

は
『
論
語
集
説
』
の
「
序
」
で
、
朱
子
学
を
批
判
す
る
と
と
も
に
、「
事
業
」

を
重
視
す
る
自
ら
の
立
場
が
「
功
利
」
を
斥
け
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
曰
く
、「
及
宗
儒
興
。
性
理
気
質
為
学
者
恒
言
。
其
説
道
也
。

自
正
入
迂
。
自
公
入
刻
。
言
苟
渉
事
業
。
斥
為
功
利
。
語
之
益
詳
。
而
去
道
益

遠）
20
（

。」、
と
。
そ
し
て
息
軒
に
と
っ
て
、「
事
業
」
の
中
に
、
管
子
の
「
法
治
」

も
入
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
息
軒
は
徂
徠
を
大
き
く
乗
り
超
え
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
勿
論
、
尾
藤
二
洲
の
よ
う
な
徂
徠
批
判
が
全
く
的

外
れ
の
も
の
だ
っ
た
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
伝
統
的
な
儒
学
に
は

法
の
占
め
る
領
域
が
極
め
て
小
さ
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
近
代
西
洋
の
立
憲
政
体

の
導
入
に
、
朱
子
学
者
が
対
応
で
き
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

そ
れ
を
裏
側
か
ら
い
え
ば
、
徂
徠
学
の
影
響
を
受
け
た
者
、
あ
る
い
は
息
軒
の

弟
子
た
ち
は
、
そ
れ
ほ
ど
抵
抗
な
く
、
近
代
西
洋
の
立
憲
政
体
を
導
入
す
る
こ

と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
筆
者
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
西
周

や
加
藤
弘
之
な
ど
が
徂
徠
学
の
影
響
を
受
け
た
者
、
井
上
毅
、
谷
干
城
、
伊
地

知
正
治
、
ま
た
本
論
で
取
り
上
げ
て
い
る
陸
奥
宗
光
な
ど
が
息
軒
の
弟
子
た
ち

で
あ
る）

21
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。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
西
や
加
藤
に
つ
い
て
は
、
既
に
か
な
り
研
究
が

積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
て
、
若
い
頃
の
徂
徠
学
へ
の
傾
向
が
、
近
代
西
洋
の

立
憲
思
想
と
立
憲
政
体
の
導
入
を
容
易
に
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
息
軒
の
弟
子
た
ち
は
、
谷
を
除
い
て
、
息
軒
と
の
関
係

を
示
す
資
料
を
残
し
て
な
い
の
で
、
彼
ら
が
息
軒
か
ら
何
を
学
び
、
そ
れ
が
彼

ら
の
立
憲
構
想
・
形
成
に
ど
う
影
響
を
与
え
た
の
か
が
い
ま
一
つ
明
ら
か
で
な

か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
師
の
息
軒
の
学
問
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま

た
、
三
計
塾
で
ど
う
い
う
教
育
が
な
さ
れ
た
か
な
ど
が
分
か
れ
ば
、
あ
る
程
度
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推
測
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
陸
奥
宗
光
に
お
い
て
も
こ
れ
は
同
じ
で
、
井
上
毅

ほ
ど
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
陸
奥
も
後
に
、
自
ら
の
考
え
を
率
直
に
述
べ
た
論

考
を
い
く
つ
も
書
い
て
い
て
、
そ
れ
ら
を
読
む
と
、
若
い
頃
、
息
軒
の
下
で
ど

う
い
う
こ
と
を
学
ん
だ
か
が
確
認
で
き
、
そ
れ
が
そ
の
後
、
近
代
西
洋
の
立
憲

思
想
の
理
解
と
立
憲
政
体
の
導
入
に
い
か
に
結
び
つ
い
て
い
っ
た
か
を
高
い
確

率
度
で
推
量
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
勿
論
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
陸

奥
に
影
響
を
与
え
た
の
は
息
軒
だ
け
で
は
な
い
。
坂
本
龍
馬
は
、
宗
光
の
目
を

世
界
、
西
洋
へ
向
け
さ
せ
る
上
で
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
し
、
ま
た
父
宗
広

の
影
響
も
、
軽
く
見
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
。

　

宗
光
は
生
涯
、
父
に
対
し
敬
愛
の
情
を
持
っ
て
い
た
が
、
そ
の
理
由
と
し
て

は
、
風
貌
や
経
世
家
と
し
て
の
資
質
が
似
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、

思
想
的
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
最
も
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
父
の
宗

広
は
幼
少
時
、
儒
学
を
特
に
詩
を
好
む
が
、
日
本
人
が
い
か
に
漢
詩
を
作
っ
て

も
中
国
の
詩
人
の
水
準
に
は
達
し
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
、
和
歌
の
創
作
に
転

じ
、
本
居
宣
長
の
弟
子
本
居
太
平
の
門
人
と
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
│
田

辺
城
に
幽
閉
さ
れ
る
に
及
び
│
、
仏
教
、
殊
に
禅
を
学
び
参
禅
も
し
、
禅
の

心
を
和
歌
に
寓
し
て
歌
い
、
そ
れ
を
自
ら
「
倭
歌
禅
」
と
い
っ
た
。
こ
こ
で
、

以
上
の
こ
と
を
、
宗
光
が
撰
ん
だ
「
夕
陽
岡
阡
表
」
で
確
認
し
て
お
こ
う
。

「
先
考
好
学
考
拠
精
確
所
見
多
出
於
人
意
表
少
時
嗜
詩
既
而
嘆
曰
詩
擬
他
邦
之

言
者
豈
能
得
発
性
情
之
真
哉
乃
従
本
居
太
平
翁
学
倭
歌
遂
有
名
於
世
…
…
先
考

初
不
喜
仏
及
幽
于
田
辺
城
…
…
借
一
切
経
誦
読
四
五
年
略
通
其
説
特
喜
禅
理
及

遊
京
師
参
禅
僧
越
溪
于
妙
心
寺
所
造
益
深
常
曰
…
…
若
夫
存
妙
理
於
言
外
則
莫

善
於
禅
也
乃
述
以
歌
詞
其
味
無
窮
因
禅
旨
於
倭
歌
自
号
曰
倭
歌
禅）

22
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。」

　

周
知
の
よ
う
に
、
宗
光
の
父
宗
広
は
江
戸
後
期
の
優
れ
た
知
識
人
で
、
そ
の

『
大
勢
三
転
考
』
は
現
在
も
極
め
て
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
歴
史
書
で
あ
る
。

同
著
が
書
か
れ
た
の
は
嘉
永
元
年
の
頃
だ
が
、
明
治
六
年
に
な
っ
て
、
子
の
宗

興
と
宗
光
の
要
請
で
刊
行
さ
れ
た
。
同
著
が
い
か
に
優
れ
た
歴
史
書
で
あ
る
か

は
、
内
藤
湖
南
の
次
の
評
価
を
窺
う
だ
け
で
十
分
だ
ろ
う
。
新
井
白
石
は
「
古

代
を
正
直
に
真
実
に
解
釈
し
た
点
で
は
、
徳
川
の
末
に
出
て
大
勢
三
転
考
を
書

い
た
伊
勢
千
広
に
及
ば
な
い
。
…
…
ざ
つ
と
日
本
の
目
立
つ
た
史
家
と
し
て

は
、
大
鏡
・
愚
管
抄
・
親
房
・
白
石
・
伊
勢
千
広
、
こ
れ
位
で
日
本
史
学
史
は

出
来
上
ら
う
と
考
へ
る）

23
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。」
こ
れ
は
湖
南
が
新
井
白
石
没
後
二
百
年
に
際
し
行

っ
た
講
演
会
で
の
発
言
で
あ
る
。

　

さ
て
、『
大
勢
三
転
考
』
は
、
福
羽
美
静
の
「
序
」
に
よ
る
と
、「
古
書
を
研

究
す
る
に
時
制
の
転
変
、
制
度
の
沿
革
を
し
ら
ず
し
て
は
読
者
の
活
用
は
え
か

た
し
」
と
い
う
動
機
か
ら
執
筆
さ
れ
、「
皇
国
上
戸
の
制
屍
に
よ
り
て
其
職
を

つ
と
め
し
よ
り
し
て
中
古
官
制
の
さ
ま
を
記
し
又
武
臣
執
政
の
世
と
な
り
し
ま

て
の
こ
と
」
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
同
著
は
、
日
本
の
古
代
か
ら
徳

川
幕
府
の
成
立
ま
で
の
歴
史
を
、
社
会
的
、
政
治
的
制
度
の
観
点
か
ら
、「
骨
か
ば
ね

の
代
」、「
職つ
か
さの
代
」、
そ
し
て
「
名
の
代
」
の
三
時
代
に
区
分
し
て
叙
述
し
た

歴
史
書
で
あ
る
。
同
著
が
同
時
代
の
人
々
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
は

勿
論
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
同
著
に
盛
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
歴
史
観
が
、
子

の
宗
光
な
ど
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。

　
『
大
勢
三
転
考
』「
骨
の
代
」
の
中
で
宗
広
は
こ
う
書
い
て
い
る
。「
つ
ら

〳
〵
考
る
に
時
勢
の
遷
変
る
事
は
。
天
地
の
自
な
る
理
な
る
か
。
神
の
御
は
か
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ら
ひ
な
る
か
。
凡
慮
の
測
し
る
へ
き
な
ら
ね
と
。
畢
竟
人
の
智
に
も
。
人
の
力

に
も
及
ふ
へ
き
事
な
ら
す
。
然
し
て
五
百
年
は
か
り
の
世
を
ふ
る
時
は
。
自
ら

遷
変
る
へ
き
運
数
来
り
て
。
其
時
に
当
り
て
世
に
す
く
れ
た
る
人
出
来
て
。
此

気
運
に
乗
し
て
大
事
を
成
就
す
る
も
の
と
見
え
た
り
。
和
漢
今
昔
貫
通
し
て
考

る
に
。
皆
さ
る
勢
な
り
け
り
。
…
…
時
勢
は
四
時
の
遷
る
か
如
く
。
夏
日
の

葛
。
冬
夜
の
裘
。
い
か
て
か
一
偏
を
固
執
せ
ん
。
…
…
古
今
の
英
主
賢
臣
。
時

に
応
し
。
機
に
乗
し
。
さ
ま
〳
〵
思
ひ
は
か
り
賜
ひ
し
業
は
。
其
時
世
の
勢

を
。
深
く
考
見
る
へ
き
事
に
て
。
膠
柱
の
論
は
立
へ
く
も
あ
ら
す
な
ん）

24
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。」
こ

の
よ
う
に
宗
広
は
、
一
方
で
は
、
人
間
の
知
力
に
は
限
界
が
あ
る
の
で
、
時
勢

の
変
遷
に
つ
い
て
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
、

超
越
的
権
威
を
藉
り
る
こ
と
な
く
、
時
勢
の
変
遷
を
人
間
の
英
知
で
冷
静
に
把

握
す
べ
き
だ
と
い
い
、
人
間
の
主
体
性
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
そ
こ
に

は
、
近
代
的
歴
史
観
の
萌
芽
が
ハ
ッ
キ
リ
と
看
取
で
き
る
。

　

ま
た
宗
広
は
、
時
勢
の
変
遷
に
は
柔
軟
に
対
応
す
べ
き
だ
と
し
て
、
一
定
の

思
想
に
執
着
す
べ
き
で
な
い
と
説
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
明
治
三
年
の
紀
行
文

「
三
の
山
踏
」
の
中
に
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
万
の
事
一
隅
に
局
る
へ
か

ら
す
万
国
各
勝
事
あ
り
ひ
ろ
く
聞
て
文
明
の
道
開
く
へ
し
、
さ
き
に
西
洋
人
と

云
題
に
て
歌
あ
ま
た
詠
し
中
に
、
外
国
の
よ
き
わ
さ
と
り
て
我
国
の
わ
さ
と
遣

ふ
そ
御
国
ふ
り
な
る
と
よ
み
た
り
し
か
、
昔
を
い
へ
は
儒
仏
荘
厳
の
国
な
り
今

ま
た
西
洋
の
道
ひ
ら
け
て
益
事
物
盛
な
る
へ
し
、
儒
に
の
み
執
し
仏
に
の
み
着

し
、
乃
至
国
学
に
の
み
固
滞
せ
は
大
業
遂
に
な
か
る
へ
か
ら
す）
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宗
広
は
国
学
系
の
知
識
人
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
仏
教
や
儒
教
だ
け
で
な
く
、

西
洋
思
想
に
対
し
て
も
寛
大
だ
っ
た
の
は
、
宗
広
の
国
学
が
平
田
系
で
は
な
く

本
居
系
の
国
学
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
宗
広
が
西
洋
思
想
を
ど
う
理
解
し
、

ま
た
何
時
頃
か
ら
寛
大
に
な
っ
た
の
か
な
ど
に
つ
い
て
は
詳
し
く
は
分
か
ら
な

い
が
、「
三
の
山
踏
」
が
書
か
れ
た
の
が
明
治
三
年
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
幕

末
の
頃
に
は
既
に
知
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
西
洋
思
想
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が

「
時
勢
」
で
あ
る
と
悟
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、

以
上
の
よ
う
な
、
歴
史
の
変
遷
を
知
る
こ
と
は
人
力
を
超
え
た
も
の
と
し
な
が

ら
も
、「
勢
ひ
」・「
時
勢
」
を
認
め
、
制
度
を
重
視
し
、
神
・
儒
・
仏
の
み
な

ら
ず
、
西
洋
思
想
に
も
寛
大
だ
っ
た
宗
広
の
思
想
、
歴
史
観
は
、
当
然
な
が

ら
、
子
の
宗
光
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

さ
て
、
室
町
末
期
か
ら
次
第
に
興
隆
し
て
き
て
い
た
儒
学
は
、
江
戸
時
代
に

な
る
と
、
少
な
く
と
も
、
知
識
人
の
間
で
は
、
神
道
や
仏
教
を
圧
倒
し
、
支
配

的
に
な
っ
た
。
宗
広
の
歴
史
観
に
従
え
ば
、
そ
れ
が
室
町
末
期
か
ら
江
戸
時
代

の
「
時
勢
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
儒
学
が
何
故
、
時
勢
と
な
り
得
た
の
か

に
関
し
て
は
色
々
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
最
も
大
き
な
の
は
、
室
町

末
期
以
来
の
政
治
的
混
乱
に
終
止
符
を
打
つ
た
め
に
は
、
安
定
と
秩
序
を
何
よ

り
も
重
ん
ず
る
儒
学
に
そ
の
任
務
が
求
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
室

町
時
代
ま
で
支
配
的
だ
っ
た
仏
教
が
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
内
面
的
な
も
の
に
関

心
を
示
す
も
の
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
儒
教
は
、「
修
己
治
人
」
の
教
え
と
い

わ
れ
る
よ
う
に
、
内
面
的
な
も
の
だ
け
で
な
く
、
政
治
的
・
社
会
的
な
も
の
で

あ
っ
た
の
で
、「
時
勢
」
の
要
求
に
よ
り
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
期
待
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
、「
時
勢
」
が
求
め
た
の

は
、
最
早
や
儒
教
で
は
な
く
、
西
洋
の
思
想
と
文
明
で
あ
っ
た
。「
時
勢
」
は

富
国
強
兵
と
立
憲
政
体
の
確
立
に
向
か
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
達
成
す
る
に
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は
、
儒
教
の
み
に
頼
る
だ
け
で
は
不
可
能
で
西
洋
に
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
少

な
く
と
も
、
坂
本
龍
馬
に
出
会
っ
た
後
に
は
、
宗
光
は
こ
う
考
え
て
い
た
に
違

い
な
い
。
龍
馬
の
極
く
近
く
に
い
た
宗
光
は
、「
船
中
八
策
」
に
盛
ら
れ
て
い

る
よ
う
な
思
想
、
政
策
を
、
直
接
龍
馬
か
ら
、
あ
る
い
は
龍
馬
の
近
辺
に
い
た

人
物
か
ら
、
恐
ら
く
耳
に
し
て
い
た
だ
ろ
う
。「
船
中
八
策
」
が
目
指
し
た
も

の
も
、
富
国
強
兵
と
立
憲
政
体
の
確
立
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
宗
光
は
龍
馬
か
ら
今
後
日
本
の
進
む
べ
き
道
を
示
さ
れ
、
宗

光
も
そ
れ
を
肯
定
し
た
。
だ
が
、
若
い
頃
儒
学
を
正
式
に
学
び
、
儒
学
が
自
ら

の
思
想
の
骨
格
と
な
っ
て
い
た
宗
光
は
、
龍
馬
が
示
し
た
道
の
根
底
に
あ
る
思

想
的
問
題
に
も
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
即
ち
、
日
本
の
近
代
化

に
は
、
儒
学
だ
け
で
は
何
故
不
十
分
な
の
か
、
一
体
儒
学
の
ど
こ
に
問
題
が
あ

る
の
か
、
更
に
は
、
儒
学
と
西
洋
思
想
と
は
ど
こ
が
違
う
の
か
、
い
ま
少
し
大

き
く
い
え
ば
、
儒
教
を
基
盤
と
し
た
東
洋
文
明
と
西
洋
文
明
、
と
い
っ
た
問
題

で
あ
る
。
宗
光
が
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
最
晩
年
の

『
蹇
蹇
録
』
の
中
で
も
表
明
さ
れ
て
い
る
。
同
著
第
五
章
の
は
じ
め
の
と
こ
ろ

に
こ
う
あ
る
。「
嘗
て
我
国
の
漢
学
者
流
は
常
に
彼
国
（
中
国
│
筆
者
注
）
を
称

し
て
中
華
又
は
大
国
と
云
ひ
頗
る
自
国
を
屈
辱
す
る
を
顧
ず
荐
に
彼
を
崇
慕
し

た
る
の
時
代
も
あ
り
し
に
今
は
早
我
は
彼
を
称
し
て
頑
迷
愚
昧
の
一
大
保
守
国

と
侮
り
彼
は
我
を
視
て
軽
佻
躁
進
妄
に
欧
州
文
明
の
皮
相
を
模
擬
す
る
の
一
小

島
夷
と
嘲
り
両
者
の
感
情
氷
炭
相
容
れ
ず
何
れ
の
日
か
茲
に
一
大
争
論
を
起
さ

ゞ
る
を
得
ざ
る
べ
く
而
し
て
外
面
の
争
論
は
如
何
な
る
形
跡
に
出
づ
る
も
其
争

因
は
必
ず
西
欧
的
新
文
明
と
東
亜
的
旧
文
明
と
の
衝
突
た
る
べ
し
と
は
識
者
を

待
た
ず
し
て
知
る
べ
き
事
実
」
で
あ
る）
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少
し
注
釈
を
加
え
て
お
こ
う
。
こ
の
著
作
は
明
治
二
十
八
年
に
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
引
用
し
た
文
章
で
は
、
幕
末
・
明
治
初
期
の
日
本
に
お
け
る

東
洋
文
明
と
西
洋
文
明
の
問
題
が
、
近
代
西
洋
文
明
を
摂
取
し
た
日
本
と
ま
だ

摂
取
し
て
い
な
い
中
国
の
問
題
に
変
っ
て
い
る
。
し
か
し
周
知
の
よ
う
に
、
日

清
戦
争
後
の
中
国
は
、
明
治
維
新
後
の
日
本
と
同
様
、
急
速
に
近
代
化
・
西
洋

化
を
推
し
進
め
て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
中
華
民
国
成
立
前
後
頃
ま
で

は
、
日
本
の
近
代
化
・
西
洋
化
と
略
々
同
じ
道
を
辿
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の

後
は
日
本
と
は
違
っ
た
道
を
進
ん
で
い
っ
た
。
富
国
強
兵
で
は
同
じ
で
あ
っ
た

が
、
日
本
は
立
憲
政
体
の
確
立
を
ほ
ぼ
達
成
し
た
の
に
対
し
、
中
国
で
は
、
立

憲
政
体
の
確
立
が
挫
折
し
た
た
め
、
一
党
支
配
体
制
、
そ
し
て
社
会
主
義
へ
と

突
き
進
む
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
中
国
で
は
、
儒
教
を

基
盤
と
す
る
東
洋
文
明
が
厳
し
い
批
判
を
受
け
、
儒
教
は
否
定
さ
え
さ
れ
た
。

勿
論
、
儒
教
は
日
本
で
も
急
速
に
衰
退
し
て
い
っ
た
が
、
中
国
の
よ
う
に
否
定

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

日
本
と
中
国
は
、
そ
の
近
代
化
・
西
洋
化
の
過
程
で
何
故
違
っ
た
道
を
辿
る

こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
儒
家
思
想
と
法
家
思
想
の
対
立
が
、
中
国
で

は
極
め
て
厳
し
か
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
で
は
そ
れ
ほ
ど
厳
し
く
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
西
洋
の
「
法
治
国
家
」
思
想
、
即

ち
「
法
の
支
配
」
と
い
う
思
想
は
、
法
と
政
治
の
関
係
で
い
え
ば
、
法
が
政
治

を
支
配
す
る
、
法
の
下
で
の
政
治
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
儒
教
で

は
政
治
の
ウ
ェ
イ
ト
が
大
き
く
、
法
の
ウ
ェ
イ
ト
が
極
め
て
小
さ
い
の
で
、
儒

教
か
ら
は
法
の
支
配
と
か
法
治
国
家
と
い
っ
た
思
想
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
こ

れ
は
、「
法
」
で
は
な
く
「
政
治
」
が
、「
正
」
あ
る
い
は
「
正
義
」
と
結
び
つ
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い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
の
維
持
と
発
展
の
た
め
に
は
、
法
は

不
可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
で
儒
家
た
ち
│
そ
し
て
支
配
者
た
ち
│
は
、
そ
れ

を
補
う
た
め
に
、
法
家
の
思
想
や
法
術
を
利
用
し
、
社
会
の
維
持
と
発
展
を
図

っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
儒
家
ら
は
、
価
値
的
に
は
法
家
思
想
に
対
す
る
儒
家

思
想
の
絶
対
的
優
位
性
を
説
き
続
け
て
き
た
。
そ
の
た
め
中
国
で
は
、
儒
家
思

想
と
法
家
思
想
と
の
対
立
が
激
し
く
、
こ
れ
が
近
代
西
洋
の
法
の
支
配
、
法
治

国
家
の
導
入
に
大
き
な
壁
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
で
は
、

儒
家
思
想
と
法
家
思
想
と
の
対
立
が
そ
れ
ほ
ど
で
な
か
っ
た
の
で
、
幕
末
に

は
、
安
井
息
軒
の
よ
う
に
、
儒
家
思
想
と
法
家
思
想
と
を
統
合
す
る
よ
う
な
儒

者
が
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
陸
奥
宗
光
も
息
軒
の
弟
子
の
一
人
で
あ
っ
た
。
だ

が
、
上
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
宗
光
が
実
際
に
、
具
体
的
に
息
軒
か
ら
ど
の
よ

う
な
影
響
を
受
け
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
宗
光
自
身
語
っ
て
い
な
い
の
で
、
分

か
ら
な
い
。
し
か
し
、
宗
光
が
書
き
残
し
た
諸
論
考
に
は
、
息
軒
の
影
響
の
痕

跡
が
ハ
ッ
キ
リ
認
め
ら
れ
る
。
以
下
、
そ
の
痕
跡
を
詳
し
く
追
い
、
息
軒
が
宗

光
に
与
え
た
影
響
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

宗
光
が
荻
生
徂
徠
か
ら
受
け
た
影
響
に
つ
い
て
論
じ
た
者
と
し
て
は
、
萩
原

延
壽
や
岡
崎
久
彦
な
ど
が
い
る
。
そ
し
て
萩
原
と
岡
崎
は
、
宗
光
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
西
洋
の
思
想
家
、
特
に
ベ
ン
サ
ム
の
思
想
と
の
親
近
性
に
も
論
及

し
て
い
る）
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し
か
し
、
萩
原
も
岡
崎
も
宗
光
と
安
井
息
軒
と
の
思
想
的
関
係
に

つ
い
て
は
殆
ど
扱
っ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
徂
徠
は
息
軒
が
最
も
評
価
し
て

い
る
日
本
の
儒
学
者
で
あ
る
か
ら
、
徂
徠
と
息
軒
は
、
思
想
的
に
重
な
る
と
こ

ろ
も
多
い
が
、
違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
本
論
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
徂

徠
も
息
軒
も
、
管
子
の
法
治
思
想
を
重
視
す
る
け
れ
ど
も
、
徂
徠
が
あ
く
ま
で

儒
学
の
内
部
で
管
子
を
論
じ
て
い
る
の
に
対
し
、
息
軒
は
儒
学
と
管
子
の
法
治

思
想
と
を
統
合
し
て
お
り
、
従
っ
て
そ
れ
だ
け
、
息
軒
に
お
い
て
は
、
管
子
の

法
治
思
想
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
違
い
は
、
徂
徠
が
聖
人
や
君

子
、
即
ち
支
配
者
の
作
為
を
絶
対
視
し
た
の
に
対
し
て
、
息
軒
は
そ
う
で
な
か

っ
た
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
息
軒
の
思
想
の
方
が
西
洋
の
法
の
支

配
、
法
治
国
家
思
想
に
近
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ

が
、
立
憲
主
義
、
立
憲
政
体
は
、
法
の
支
配
、
法
治
国
家
思
想
か
ら
生
ま
れ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
宗
光
が
息
軒
か
ら
影
響
を
受
け
た
か
ど
う
か
の
問
題

は
、
先
ず
は
、
宗
光
が
孔
子
や
孟
子
な
ど
の
儒
家
思
想
と
、
管
子
を
は
じ
め
と

す
る
法
家
思
想
と
を
ど
う
把
え
て
い
た
の
か
、
両
者
の
関
係
を
ど
う
考
え
て
い

た
の
か
が
分
か
れ
ば
、
自
ず
と
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
そ
れ
に
は
、
宗
光
が
東
北

の
監
獄
で
草
し
た
『
面
壁
独
語
』、『
福
堂
独
語
』、『
資
治
性
理
談
』
を
読
み
、

『
春
秋
左
氏
伝
』
か
ら
巧
み
な
外
交
辞
令
が
記
さ
れ
て
い
る
文
章
を
抜
粋
し
た

『
左
氏
辞
令
一
斑
』
を
見
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
論
稿
に
は
、
孔
子

や
孟
子
、
荀
子
な
ど
の
儒
家
は
も
と
よ
り
、
管
子
や
商
子
、
韓
非
子
な
ど
の
法

家
の
名
前
が
頻
出
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
ら
の
論
稿
は
、
宗
光
が
モ
ン
テ

ス
キ
ュ
ー
や
J
・
S
・
ミ
ル
、
ベ
ン
サ
ム
な
ど
近
代
西
洋
の
思
想
家
た
ち
を
学

ん
だ
後
に
起
草
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
儒
家
や
法
家
の

理
解
が
、
若
い
頃
に
三
計
塾
な
ど
で
安
井
息
軒
か
ら
教
わ
っ
た
時
の
理
解
と
異

な
っ
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
そ
の
間
、
宗
光
の
中
で
、
孔
子

や
管
子
な
ど
の
東
洋
思
想
と
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
や
ベ
ン
サ
ム
な
ど
の
近
代
西

洋
思
想
と
の
対
立
・
葛
藤
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
う
し
た
対

立
・
葛
藤
を
経
て
行
き
着
い
た
地
点
を
表
現
し
た
も
の
が
、
上
の
諸
論
稿
で
あ
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っ
た
。

　

そ
れ
ら
の
論
稿
を
見
る
前
に
、
先
ず
は
、
宗
光
が
入
獄
直
後
に
作
っ
た
漢
詩

「
山
形
繋
獄
」
の
一
部
を
、
摘
示
し
て
お
こ
う）

28
（

。

弁
如
懸
河
胆
如
天

祇
愛
杯
酒
不
愛
銭

踏
破
五
大
洲
山
海

読
尽
人
間
書
万
篇

常
笑
管
仲
器
何
小

又
嘲
孟
軻
学
未
全

　

注
目
さ
れ
る
の
は
、
管
子
や
孟
子
の
名
前
が
出
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
繰
り

返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
安
井
息
軒
は
、
儒
家
思
想
と
法
家
思
想
を
統
合
し

た
思
想
家
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
可
能
だ
っ
た
の
は
管
子
を
媒
介
に
し
た
か

ら
で
あ
っ
た
。
一
般
に
管
子
は
法
家
の
始
祖
と
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
穂
積

陳
重
も
い
う
よ
う
に
、
そ
の
思
想
は
、
孔
子
・
孟
子
の
儒
家
思
想
と
商
子
、
韓

非
子
の
法
家
思
想
の
中
間
あ
た
り
に
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ

と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
孔
子
は
管
子
に
対
し
て
、
批
判
的
な
批
評
と
好
意
的

な
批
評
を
し
て
い
る
。
即
ち
、
孔
子
は
一
方
で
、「
管
仲
之
器
小
哉
」（『
論
語
』

八
佾
篇
）、
と
い
っ
て
い
る
が
、
他
方
で
は
、「
管
仲
相
桓
公
覇
諸
侯
、
一
匡
天

下
、
民
到
于
今
受
其
賜
、
微
管
仲
、
吾
其
被
髪
左
衽
矣
」、
と
い
っ
て
い
る
。

宗
光
の
上
の
漢
詩
の
「
常
笑
管
仲
器
何
小
」
は
、
孔
子
の
言
葉
を
引
き
な
が
ら

も
、
批
判
度
を
更
に
強
め
て
い
る
。（
但
し
、
宗
光
も
以
下
に
見
る
よ
う
に
、

他
方
で
は
、
管
子
を
好
意
的
に
批
評
し
て
い
る
。）
ま
た
、
次
に
「
又
嘲
孟
軻

未
全
」
と
い
っ
て
、
宗
光
は
、
孟
子
の
思
想
、
学
問
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を

嘲
笑
し
て
い
る
。
勿
論
、
こ
う
し
た
管
子
や
孟
子
に
対
す
る
激
し
い
批
判
や
嘲

笑
は
、
宗
光
が
三
計
塾
に
い
た
時
、
息
軒
の
口
か
ら
聞
く
こ
と
は
な
か
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
当
時
、
宗
光
自
身
が
管
子
や
孟
子
を
ど
う
考
え
て
い

た
か
は
分
か
ら
な
い
が
。
恐
ら
く
、
管
子
や
孟
子
に
批
判
的
、
嘲
笑
的
に
な
っ

た
の
は
、
そ
の
後
、
宗
光
は
西
洋
思
想
、
特
に
立
憲
主
義
思
想
を
学
ん
だ
の

で
、
今
度
は
そ
れ
と
の
比
較
で
管
子
や
孟
子
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。

　

宗
光
が
上
の
諸
論
稿
を
書
く
こ
と
に
な
る
ま
で
に
、
既
に
、
西
洋
思
想
に
つ

い
て
自
分
な
り
に
学
び
、
そ
し
て
、
あ
る
程
度
の
確
信
を
持
つ
に
至
っ
て
い

た
。
こ
れ
ら
の
諸
論
稿
に
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ベ
ン
サ
ム
、
J
・
S
・
ミ

ル
な
ど
多
く
の
西
洋
思
想
家
の
名
前
が
出
て
い
る
け
れ
ど
も
、
宗
光
が
最
も
傾

倒
し
た
の
は
ベ
ン
サ
ム
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
宗
光
自
ら
、
ベ
ン
サ
ム
の
主
著

『
利
学
正
宗
』
の
全
訳
し
た
こ
と
か
ら
も
十
分
窺
え
る
。
も
っ
と
も
、
宗
光
が

同
著
の
訳
書
を
作
る
前
に
、
既
に
ベ
ン
サ
ム
の
本
は
い
く
つ
か
邦
訳
さ
れ
て
い

た
の
で
、
宗
光
は
ベ
ン
サ
ム
の
著
書
を
す
べ
て
原
書
で
読
ん
だ
訳
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
明
治
以
降
、
ベ
ン
サ
ム
の
著
作
は
、
J
・
S
・
ミ
ル
に
少
し
は
遅
れ
て

で
は
あ
る
が
、
次
々
に
邦
訳
さ
れ
て
い
る
。
宗
光
の
『
利
学
正
宗
』
が
刊
行
さ

れ
る
前
に
邦
訳
さ
れ
た
も
の
を
出
版
年
順
に
挙
げ
る
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

1
、
何
礼
之
訳
『
民
法
論
綱
』（
明
治
九
年
刊
、Principles of the C

ivil C
ode 

の
訳
）、
2
、
林
董
訳
『
刑
法
論
綱
』（
明
治
十
│
十
二
年
刊
、Principles of 

the Penal C
ode

）、
3
、
島
田
三
郎
訳
『
立
法
論
綱
』（
明
治
十
一
年
刊
、

Principles of Legislation

）、
4
、
同
訳
『
民
法
論
綱
緒
論
』（
明
治
十
二
年

刊
、E

. D
um

ont, Introduclion à principles du code civil. 

但
し
、
英
訳
か
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ら
の
重
訳
）、
5
、
藤
田
四
郎
訳
『
政
治
真
論
』（
明
治
十
五
年
刊
、A

 

Fragm
ent of G

overnm
ent

）、
6
、
佐
藤
覚
四
郎
訳
『
憲
法
論
綱
』（
同
年
刊
、

Leading Principles of a C
onstitutional code, for A

ny State

）、
な
ど
で
あ

る）
30
（

。
宗
光
が
こ
れ
ら
の
訳
書
の
多
く
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
、
訳
者
あ
る
い
は

訳
書
と
宗
光
の
関
係
か
ら
明
ら
か
に
推
測
で
き
る
。
何
礼
之
は
、
慶
応
元
年
、

長
崎
に
い
た
時
、
一
時
身
を
寄
せ
て
い
た
英
学
塾
の
先
生）

31
（

で
、
後
に
、
モ
ン
テ

ス
キ
ュ
ー
の
『
万
法
精
理
』（『
法
の
精
神
』
明
治
八
年
刊
）
を
邦
訳
し
て
い

る
。
林
董
は
佐
倉
の
蘭
方
医
佐
藤
泰
然
の
子
で
、
陸
奥
が
英
語
の
で
き
る
も
の

と
し
て
重
宝
し
た
人
物
。
陸
奥
が
神
奈
川
県
知
事
時
代
の
部
下
、
外
務
大
臣
時

代
の
外
務
次
官
と
し
て
陸
奥
を
助
け
た
。
ま
た
、
林
自
身
も
陸
奥
を
「
予
が
生

涯
最
第
一
の
知
己）

32
（

」
と
し
て
尊
崇
し
て
い
た
。
島
田
三
郎
訳
の
『
立
法
論
綱
』

に
は
、
陸
奥
は
元
老
院
幹
事
と
し
て
「
序
」
を
書
い
て
い
る
。
曰
く
、「
西
哲

賓
雑
吾
曰
造
化
投
人
類
于
苦
楽
之
境
焉
信
哉
斯
言
也
」、
ま
た
曰
く
、「
世
之
在

立
法
之
職
者
得
此
書
而
講
此
学
則
所
裨
益
為
不
鮮
少
矣）

33
（

」、
と
。
序
で
に
い
え

ば
、
藤
田
四
郎
訳
の
『
政
治
真
論
』
に
は
、
陸
奥
と
同
じ
く
息
軒
の
三
計
塾
出

身
の
島
本
仲
道
が
「
序
」
を
寄
せ
て
い
る
。
曰
く
、「
使
君
子
恒
在
上
而
小
人

恒
在
下
、
則
無
論
而
已
矣
」、
ま
た
曰
く
、「
使
民
人
進
于
自
治
而
治
人
之
域
亦

能
使
小
人
不
得
逞
其
意
其
有
功
于
民
人
可
謂
宏
且
大
矣
哉）

34
（

」、
と
。

　

そ
し
て
、
明
治
十
六
│
七
年
に
、
陸
奥
が
全
訳
し
た
ベ
ン
サ
ム
の
主
著
『
利

学
正
宗
』（
二
巻
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
陸
奥
は
同
著
の
書
名
に
つ
い
て
、「
凡

例
」
の
中
で
、
以
下
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。「
書
名
ヲ
直
訳
ス
レ
ハ
蓋
シ
道

徳
及
ヒ
立
法
ノ
主
義
総
論
ト
云
フ
義
ニ
中
レ
ト
モ
便
氏
ノ
著
書
ハ
渾
テ
実
利
主

義
ニ
出
テ
サ
ル
モ
ノ
ナ
シ
就
中
此
書
ノ
如
キ
ハ
最
モ
丁
寧
反
覆
シ
テ
同
主
義
ヲ

演
繹
ス
ル
モ
ノ
多
シ
故
ニ
之
ヲ
訳
シ
テ
利
学
正
宗
ト
ス）

35
（

」、
と
。
翻
訳
し
て
い

る
ほ
ど
だ
か
ら
、
陸
奥
が
最
も
専
心
読
ん
だ
の
は
、『
利
学
正
宗
』
だ
ろ
う
が
、

そ
の
他
に
も
、
邦
訳
や
原
文
で
ベ
ン
サ
ム
の
著
書
を
読
ん
だ
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
陸
奥
が
ベ
ン
サ
ム
か
ら
ど
う
い
う
こ
と
を
学
ん
だ
の
か
詳
し
く
は
分
か
ら

な
い
け
れ
ど
も
、
重
要
な
点
は
、「
面
壁
独
語
」、「
福
堂
独
語
」、「
資
治
性
理

談
」
の
中
で
、
十
分
活
用
さ
れ
て
い
る
。
本
論
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
そ
の
核

心
は
、「
人
情
は
苦
を
避
け
楽
を
求
む
る
を
希
ふ
に
外
な
ら
ず
」
と
、「
法
律
と

は
命
令
の
言
」、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
道
徳
と
法
律
の
区
別
、
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
、
陸
奥
を
し
て
東
洋
に
お
け
る
道
徳
と
法

律
の
問
題
を
改
め
て
検
討
せ
し
め
る
こ
と
に
到
ら
し
め
た
の
だ
っ
た
。

　
「
道
徳
と
は
教
訓
の
言
な
り
、
法
律
と
は
命
令
の
言
な
り
、
其
術
各
異
な
り

其
用
亦
同
じ
か
ら
ず
、
然
れ
ど
も
其
成
果
は
竟
に
同
一
と
す
、
他
な
し
、
皆
人

類
の
幸
福
を
指
示
し
、
之
を
緊
固
に
す
る
に
在
り）

36
（

。」
こ
れ
が
、
ベ
ン
サ
ム
な

ど
西
洋
の
功
利
主
義
者
の
「
道
徳
と
法
律
」
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る

け
れ
ど
も
、
東
洋
で
は
ど
う
か
、
あ
る
い
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
陸
奥
は
次
の

よ
う
に
い
う
。「
世
人
動
も
す
れ
ば
、
道
徳
の
義
を
尊
崇
し
、
法
律
の
旨
を
軽

視
す
、
若
し
此
を
以
て
政
学
上
の
論
に
題
提
出
す
る
と
き
は
、
彼
礼
楽
の
治
と

い
ひ
、
法
律
の
治
律
の
治
と
い
ふ
が
如
く
、
恰
も
其
間
に
一
大
涇
渭
を
画
し
、

以
て
其
区
域
を
樹
立
」
し
て
い
る
有
様
で
あ
る
。
で
は
何
故
そ
う
い
う
こ
と
に

な
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、「
孔
子
の
所
謂
之
を
道
く
に
礼
を
以
て
し
、
之
を
斉

ふ
る
に
刑
を
以
て
す
る
等
の
意
に
盲
従
」
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
何
故
、

盲
従
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。「
法

律
と
は
至
厳
の
威
力
あ
り
て
、
人
を
馳
駆
し
て
悪
行
を
禁
制
す
る
も
の
な
れ
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ば
、
其
浸
染
涵
養
の
効
用
、
彼
の
道
徳
の
寛
裕
な
る
気
性
を
以
て
、
識
ら
ず
知

ら
す
、
人
類
の
善
行
を
化
成
す
る
に
如
か
ず）

37
（

」、
と
。

　

こ
の
よ
う
に
、
陸
奥
宗
光
が
対
決
を
迫
ら
れ
た
の
は
、
西
周
や
井
上
毅
な
ど

が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
東
洋
の
徳
治
・
礼
治
主
義
と
西
洋
の
法
治
主
義
と
の

問
題
だ
っ
た
。
勿
論
、
東
洋
で
も
法
家
の
法
治
主
義
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
東

洋
の
正
統
思
想
で
あ
っ
た
儒
教
で
は
、
法
律
は
軽
視
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
を
示

す
も
の
と
し
て
、
陸
奥
は
上
の
よ
う
に
、「
道
之
以
政
、
斉
之
以
刑
、
民
免
而

無
恥
、
道
之
以
徳
、
斉
之
以
礼
、
有
恥
且
格
。」、
と
い
う
孔
子
の
言
葉
を
引
い

て
い
る
。
そ
れ
を
直
接
示
す
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
問
題
と
の
関
連
で
よ
く

引
か
れ
る
「
葉
公
語
孔
子
曰
、
吾
党
有
直
躬
者
。
其
父
攘
羊
、
而
子
証
之
、
孔

子
曰
、
吾
党
之
直
者
異
於
是
、
父
為
子
隠
、
子
為
父
隠
、
直
在
其
中
矣
。」
を

引
き
合
い
に
出
し
て
、
陸
奥
は
「
孔
子
が
葉
公
を
盗
羊
の
父
子
の
曲
直
を
弁
論

せ
し
が
如
く
、
到
底
其
法
語
の
扞
格
不
通
な
る
に
窮
せ
る
を
見
る
可
き
な
り
」、

と
い
っ
て
い
て
注
目
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
文
に
続
け
て
、
陸
奥
は

こ
う
い
う
。「
孟
軻
を
始
と
し
、
漢
学
者
流
は
、
権
道
と
い
ふ
を
以
て
、
常
に

其
法
語
中
の
扞
格
不
通
な
る
所
を
解
釈
せ
ん
と
せ
り
、
然
れ
ど
も
此
権
道
と
い

ふ
も
、
亦
別
に
根
拠
と
す
べ
き
標
的
あ
る
に
あ
ら）

38
（

」
ず
、
と
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
陸
奥
は
概
し
て
法
家
思
想
家
を
高
く
評
価
し
た
。
例
え
ば

管
子
に
対
し
て
は
、「
衣
食
足
而
知
栄
辱
と
云
ひ
し
は
千
古
の
確
言
な
り
」、
と

評
し
、
し
か
も
そ
の
上
、「
然
れ
ど
も
今
人
は
何
に
由
り
て
其
衣
食
を
求
む
べ

き
か
、
曰
く
唯
々
其
智
識
を
以
て
之
を
購
得
す
る
に
在
る
の
み）

39
（

」、
と
、
そ
の

現
代
的
意
味
・
解
釈
を
施
し
て
い
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
山
形
で
入
獄
直
後

に
、「
常
笑
管
仲
器
何
小
」
と
咏
じ
た
宗
光
も
、
実
は
管
子
を
高
く
評
価
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
商
子
の
「
民
不
与
慮
始
、
而
可
与
楽
成
」
に
も
、
先

駆
者
商
子
の
言
葉
と
し
て
理
解
を
示
し
て
い
る）

40
（

。
子
産
に
対
し
て
も
、
宗
光
は

同
様
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。「
左
氏
辞
令
一
斑
」
に
、
子
産
の
事
跡
が
多
く

引
か
れ
て
い
る
の
も
、
宗
光
が
子
産
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
傍
証

と
な
ろ
う
。
特
に
、「
鄭
人
鋳
刑
書）

41
（

」
の
文
章
を
注
視
。

　

か
よ
う
に
宗
光
は
、
法
家
を
高
く
評
価
す
る
の
だ
が
、
そ
の
理
由
は
、
法
家

が
「
時
」
と
「
処
」
に
適
っ
た
思
想
を
提
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
陸
奥
は

以
下
の
よ
う
に
い
う
。「
時
と
処
と
を
察
知
す
と
い
ふ
は
、
用
智
の
工
夫
上
肝

要
な
る
一
問
題
と
す
、
凡
て
何
等
の
上
智
と
雖
、
若
し
其
時
と
処
と
を
得
ざ
る

に
於
て
は
、
決
し
て
一
事
も
成
し
能
は
ざ
る
べ
し
、
…
…
孔
孟
の
生
時
は
如
何

な
る
時
代
な
る
ぞ
、
即
ち
春
秋
戦
国
の
世
に
し
て
群
雄
割
拠
し
、
諸
国
争
ふ
て

人
才
を
登
用
し
、
各
自
富
強
の
道
を
求
む
る
の
時
な
り
、
故
に
其
間
豪
傑
自
ら

輩
出
し
、
大
国
に
在
り
て
は
斉
の
管
仲
の
如
く
、
諸
侯
を
九
合
し
天
下
を
一
匡

し
、
小
国
に
在
り
て
は
、
鄭
の
子
産
の
如
く
、
晋
楚
に
間
し
て
能
く
自
国
の
安

寧
を
保
ち
、
…
…
或
は
申
不
害
商
鞅
の
如
く
、
名
法
を
制
立
し
て
富
強
の
效
を

奏
し
、
…
…
各
自
に
其
所
を
得
て
其
志
を
得
た
り
、
然
る
に
独
り
孔
孟
は
迂
遠

な
る
唐
虞
三
代
の
礼
楽
を
講
じ
、
俄
に
夏
時
を
用
ゐ
殷
輅
に
乗
り
周
冕
を
戴
か

ん
と
す
る
は
、
縦
ひ
其
言
の
美
な
る
に
も
せ
よ
、
実
に
当
時
不
急
の
事
と
い
ふ

べ
し
、
…
…
何
ぞ
始
め
よ
り
徒
ら
に
四
方
に
奔
走
せ
ず
し
て
、
断
然
塵
念
を
絶

ち
世
交
を
謝
し
、
専
ら
其
心
身
を
著
作
に
委
ね
ざ
り
し
や
、
即
ち
能
く
此
の
如

く
せ
ば
、
六
経
の
外
尚
ほ
幾
経
か
を
纂
修
し
、
七
篇
の
上
尚
ほ
数
篇
か
を
著
述

す
る
こ
と
を
得
し
な
ら
ん
、
其
書
に
し
て
縦
ひ
当
時
に
用
な
き
も
、
或
は
後
世

を
益
す
こ
と
な
し
と
せ
ず）

42
（

。」
息
軒
に
と
っ
て
、『
管
子
』
は
確
か
に
「
六
経
の
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外
」
の
一
経
で
あ
っ
た
。
宗
光
の
孔
孟
観
は
息
軒
と
は
違
う
が
、
そ
こ
か
ら
、

ベ
ン
サ
ム
な
ど
の
法
治
主
義
へ
は
後
一
歩
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ベ
ン
サ
ム
流
の

法
治
主
義
も
法
家
の
そ
れ
と
同
じ
く
基
本
的
に
法
実
証
主
義
に
立
っ
て
い
た
の

で
、
管
子
や
子
産
か
ら
ベ
ン
サ
ム
へ
の
移
行
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う）

43
（

。

　

明
治
十
七
年
四
月
、
陸
奥
は
伊
藤
博
文
の
勧
め
で
、
欧
州
に
遊
学
す
る
。
前

年
、
欧
州
か
ら
帰
国
し
て
い
た
伊
藤
は
、
ウ
ィ
ー
ン
で
シ
ュ
タ
イ
ン
か
ら
ド
イ

ツ
流
の
国
家
学
を
学
ん
で
、
自
ら
の
憲
法
観
を
固
め
て
い
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

陸
奥
は
、
先
ず
イ
ギ
リ
ス
で
英
国
の
議
会
制
度
を
学
び
、
次
い
で
翌
年
六
月
、

ウ
ィ
ー
ン
に
赴
き
、
や
は
り
シ
ュ
タ
イ
ン
か
ら
国
家
学
の
授
業
を
受
け
、
同
年

末
、
帰
国
し
た
。
問
題
は
、
ベ
ン
サ
ム
に
代
表
さ
れ
る
功
利
主
義
に
よ
っ
て
千

載
の
迷
夢
を
破
ら
れ
た
陸
奥
の
思
想
、
特
に
立
憲
思
想
が
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
影

響
に
よ
っ
て
変
化
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
が
、
こ
れ
は
今
後
の
更
な
る
研

究
に
俟
た
ね
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
恐
ら
く
、
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
っ
て
陸
奥

の
視
野
は
拡
げ
ら
れ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
流
の
思
想
、
立
憲
思
想
に
対
す
る
信
頼

は
揺
る
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

陸
奥
は
明
治
十
九
年
過
ぎ
、「
緒
言
」
と
「
国
会
ノ
組
織
」
か
ら
な
る
か
な

り
長
文
の
「
憲
法
論
」
を
書
い
て
い
る
が
、「
緒
言
」
の
主
要
部
分
を
摘
録
す

る
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。「
憲
法
ハ
国
家
ノ
根
本
法
ニ
シ
テ
、
其
包
括
ス
ル

所
ノ
事
項
甚
ダ
重
要
ナ
ル
ハ
論
ヲ
俟
タ
ズ
。
夫
ノ
国
会
ノ
組
織
亦
実
ニ
其
一
ニ

居
レ
リ
。
…
…
我
国
ノ
今
日
ニ
於
テ
創
設
セ
ン
ト
ス
ル
憲
法
ノ
条
款
ノ
中
ニ

ハ
、
一
タ
ビ
定
立
ス
レ
バ
決
シ
テ
容
易
ニ
変
更
ス
可
カ
ラ
ザ
ル
者
ア
リ
。
或
ハ

種
々
ノ
事
情
ニ
ヨ
リ
数
年
ノ
後
ニ
変
更
セ
ザ
ル
可
カ
ラ
ザ
ル
者
ア
ラ
ン
。
…
…

国
会
ノ
組
織
ノ
如
キ
、
其
事
ノ
重
要
ナ
ル
者
タ
ル
、
敢
テ
多
言
ヲ
費
ヤ
ス
ヲ
要

セ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
往
々
時
運
ノ
変
遷
ニ
従
ヒ
頗
ル
其
規
則
法
制
ヲ
変
換
セ
ザ
ル

可
カ
ラ
ザ
ル
者
ア
ル
可
ク
、
況
ヤ
我
国
ノ
如
ク
古
来
未
曽
テ
所
謂
立
憲
政
体
ニ

貫
レ
ザ
ル
政
府
ト
人
民
ト
ノ
間
ニ
画
立
セ
ン
ト
ス
ル
所
ノ
国
会
制
度
ヲ
シ
テ
永

世
少
変
ナ
キ
者
ヲ
確
定
セ
ン
コ
ト
ハ
、
甚
ダ
難
キ
者
ア
ル
ヲ
ヤ
。
故
ニ
某
窃
ニ

謂
フ
ニ
、
将
来
我
国
ニ
創
立
セ
ン
ト
ス
ル
所
ノ
憲
法
ニ
ハ
、
夫
ノ
御
誓
文
中
、

広
ク
会
議
ヲ
興
シ
万
機
公
論
ニ
決
ス
可
シ
ト
云
フ
ノ
聖
旨
ニ
基
キ
、
特
ニ
立
法

ノ
本
源
タ
ル
所
ヲ
明
カ
ニ
ス
ル
ノ
条
項
ヲ
挙
ル
ニ
止
メ
、
其
他
国
会
組
織
ノ
規

則
法
制
ノ
如
キ
ハ
一
種
独
行
ノ
法
律
ト
シ
、
或
ハ
時
勢
ニ
適
応
シ
テ
必
シ
モ
根

本
法
ノ
枝
幹
ニ
斧ふ

痕こ
ん

ヲ
与
ヘ
ズ
シ
テ
変
改
更
易
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ヲ
以

テ
最
モ
便
ト
ス）

44
（

。」
陸
奥
の
か
よ
う
な
憲
法
論
は
、
直
接
実
際
の
憲
法
制
定
に

は
恐
ら
く
殆
ど
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
立
憲
政
体
の
確

立
に
陸
奥
が
い
か
に
熱
心
だ
っ
た
か
を
示
す
史
料
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。

　

明
治
二
十
二
年
二
月
十
一
日
、
大
日
本
帝
国
憲
法
（
明
治
憲
法
）
が
発
布
さ

れ
る
。

　

明
治
二
十
六
年
末
、
第
二
次
伊
藤
内
閣
の
外
務
大
臣
と
し
て
陸
奥
は
、
衆
議

院
で
行
っ
た
演
説
の
中
で
、
こ
う
い
っ
て
い
る
。「
試
に
明
治
初
年
に
現
在
し

た
る
所
の
日
本
帝
国
を
以
て
今
日
に
現
在
す
る
所
の
日
本
帝
国
と
比
較
し
て
御

覧
な
さ
い
。
其
進
歩
の
程
度
は
如
何
に
大
な
る
や
、
其
開
化
の
効
力
は
如
何
に

著
し
き
や
を
知
る
に
難
か
ら
ぬ
と
思
ひ
ま
す
。」
こ
う
い
っ
て
陸
奥
は
、
維
新

後
の
我
が
国
の
経
済
面
、
軍
事
面
の
進
歩
・
発
展
の
軌
跡
を
具
体
的
に
述
べ
、

そ
し
て
次
の
よ
う
に
言
葉
を
継
ぐ
。「
若
し
之
に
加
ふ
る
に
人
文
の
自
由
を
拡
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張
し
、
制
度
文
物
を
改
良
し
、
学
術
工
芸
の
進
歩
し
た
る
も
の
を
以
て
す
れ

ば
、
実
に
枚
挙
に
遑
あ
ら
ぬ
と
思
ひ
ま
す
、
特
に
其
一
大
特
例
と
し
て
云
ふ
へ

き
も
の
は
立
憲
の
政
体
茲
に
立
ち
、
則
ち
今
日
、
本
大
臣
か
諸
君
と
国
家
須
要

の
政
務
を
論
す
る
に
至
る
ま
て
に
進
歩
し
た
る
は
亜
細
亜
洲
中
何
れ
の
国
に
あ

り
ま
す
か）

45
（

。」、
と
。

注（1
）　

萩
原
延
壽
『
陸
奥
宗
光
』（
上
・
下
）（『
萩
原
延
壽
集
』
2
・
3
巻
、
朝
日
新
聞

社
、
平
成
十
九
・
二
十
年
）
参
照
。
ま
た
、
岡
崎
久
彦
『
陸
奥
宗
光
と
そ
の
時
代
』

（
P
 H
 P
、
平
成
十
一
年
）
も
参
照
。

（
2
）　
「
小
伝
」（『
伯
爵
陸
奥
宗
光
遺
稿
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
昭
和
三
年
）。「
小
伝
」

は
す
べ
て
同
著
か
ら
引
用
。

（
3
）　

若
山
甲
蔵
『
安
井
息
軒
先
生
』（
蔵
六
書
房
、
大
正
二
年
）、
一
六
七
頁
。

（
4
）　

黒
江
一
郎
『
安
井
息
軒
』（
日
向
文
庫
刊
行
会
、
昭
和
五
十
七
年
）、
一
二
五
頁
。

（
5
）　

勝
海
舟
『
氷
川
清
話
』（
江
藤
・
松
浦
編
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
平
成
十
二
年
）、

一
四
八
頁
。

（
6
）　

坂
崎
斌
『
陸
奥
宗
光
』（
博
文
堂
、
明
治
三
十
一
年
）、
一
八
頁
。

（
7
）　

蘆
野
徳
林
『
訳
注
無
刑
録
』（
刑
務
協
会
、
昭
和
二
年
）、
二
頁
。

（
8
）　

萩
原
延
壽
『
陸
奥
宗
光
』（
下
）、
一
八
七
頁
。

（
9
）　

萩
原
延
壽
『
陸
奥
宗
光
』（
上
）、
一
〇
五
│
六
頁
。

（
10
）　

平
尾
道
雄
『
坂
本
龍
馬
海
援
隊
始
末
記
』（
中
公
文
庫
、
平
成
二
十
一
年
）、
一
五

八
頁
。

（
11
）　

宮
地
佐
一
郎
『
龍
馬
の
手
紙
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
平
成
十
五
年
）、
四
九
九
│

五
〇
二
頁
。

（
12
）「
後
藤
伯
」（『
陸
奥
宗
光
伯
』
所
収
、
陸
奥
宗
光
伯
七
十
周
年
記
念
会
編
、
昭
和
四

十
一
年
）。

（
13
）　

大
隈
重
信
は
こ
う
い
っ
て
い
る
。「
地
租
問
題
ほ
ど
や
か
ま
し
い
問
題
は
、
実
際

に
お
い
て
他
に
な
か
っ
た
。
そ
の
地
租
を
改
正
し
よ
う
と
い
う
意
見
を
出
し
た
の
は

陸
奥
宗
光
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
治
六
年
の
春
で
あ
っ
た
。
陸
奥
は
租
税
頭
を
し
て
い

た
か
ら
、
改
正
論
を
持
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。
…
…
陸
奥
は
、
地
租
改
正
の
意
見
を

ま
ず
第
一
に
、
わ
が
輩
の
と
こ
ろ
へ
持
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
わ
が
輩
は
陸
奥
の
意

見
を
聞
い
て
直
ち
に
賛
成
し
た
。」（『
大
隈
重
信
は
語
る
』、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、

昭
和
四
十
四
年
）、
一
一
六
│
七
頁
。

（
14
）　

原
奎
一
郎
編
『
原
敬
日
記
』（
一
）（
福
村
出
版
、
昭
和
五
十
六
年
）、
一
七
九
頁
。

（
15
）　

陸
奥
宗
光
『
蹇
蹇
録
』（『
伯
爵
陸
奥
宗
光
遺
稿
』
所
収
）、
二
八
一
頁
。

（
16
）　

萩
原
延
壽
『
陸
奥
宗
光
』（
下
）、
一
九
一
│
三
頁
。

（
17
）　

山
路
愛
山
『
荻
生
徂
徠
』（『
史
論
集
』
所
収
、
み
す
ず
書
房
、
昭
和
三
十
三
年
）。

徂
徠
は
「
其
『
製
作
的
の
治
術
』
を
可
否
す
べ
き
標
準
を
論
ず
る
に
至
つ
て
は
、
彼

れ
は
ベ
ン
ダ
ム
の
如
く
功
利
教
に
陥
ら
ざ
る
を
得
ざ
り
き
。
彼
れ
は
曰
へ
り
、
先
王

の
道
は
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
な
り
。
先
王
天
下
を
治
む
る
に
四
術
を
以
て
す
、
所

謂
詩
書
礼
楽
是
な
り
、
…
…
と
。
…
…
帰
す
る
所
唯
天
下
を
安
ん
ず
る
に
在
り
と
云

ふ
の
み
。
是
豈
ベ
ン
ダ
ム
の
最
大
幸
福
主
義
に
符
節
を
合
す
る
者
に
非
ず
や
。」（
同

著
、
九
七
頁
）。

（
18
）　

尾
藤
二
洲
『
正
学
指
掌
』（『
日
本
思
想
大
系
』
37
、『
徂
徠
学
派
』
所
収
、
岩
波

書
店
、
昭
和
四
十
七
年
）、
三
四
六
頁
。

（
19
）　

安
井
息
軒
『
論
語
集
説
』（『
漢
文
大
系
』（
一
）
所
収
、
冨
山
房
、
明
治
四
十
二

年
）、
一
頁
。

（
20
）　

同
右
、
三
三
六
頁
。

（
21
）　

西
周
や
加
藤
弘
之
の
徂
徠
学
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
近
代
日
本
の
社
会
科

学
者
た
ち
』（
行
人
社
、
平
成
十
三
年
）
の
第
一
章
参
照
。
井
上
毅
に
つ
い
て
は
、

本
稿
「
安
井
息
軒
研
究
（
六
）」、
谷
干
城
は
拙
稿
「
安
井
息
軒
と
土
佐
の
政
治
家
た

ち
」（『
土
佐
の
歴
史
と
文
化
』
所
収
、
行
人
社
、
平
成
二
十
三
年
）、
伊
地
知
正
治

は
拙
稿
「
伊
地
知
正
治
と
立
憲
構
想
」（『
薩
摩
の
歴
史
と
文
化
』
所
収
、
行
人
社
、

平
成
二
十
五
年
）
な
ど
参
照
。

（
22
）　
「
夕
陽
岡
阡
表
」（『
伊
達
自
得
翁
全
集
』
所
収
、
陸
奥
広
吉
編
、
雨
潤
社
、
大
正

十
五
年
）、
五
一
二
頁
。

（
23
）　

内
藤
湖
南
「
白
石
の
一
遺
聞
に
就
て
」（『
先
哲
の
学
問
』
所
収
、
筑
摩
書
房
、
昭

和
六
十
二
年
）、
四
〇
頁
。
引
用
文
中
の
親
房
は
、『
神
皇
正
統
記
』
の
著
者
、
北
畠

親
房
の
こ
と
で
あ
る
。

（
24
）　

伊
達
千
広
『
大
勢
三
転
考
』（『
伊
達
自
得
翁
全
集
』
所
収
）、
二
九
│
三
一
頁
。

（
25
）　

伊
達
千
広
「
三
の
山
踏
」（『
伊
達
自
得
翁
全
集
補
遺
』
所
収
、
陸
奥
広
吉
編
、
昭

和
十
五
年
）、
九
五
頁
。
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（
26
）　

陸
奥
宗
光
『
蹇
蹇
録
』、
前
掲
書
所
収
、
三
二
〇
頁
。

（
27
）　

萩
原
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
問
わ
れ
て
い
た
の
は
、
先
駆
的
な
規
範
と
経
験
の

い
ず
れ
を
優
先
さ
せ
る
か
と
い
う
哲
学
上
の
根
本
問
題
で
あ
り
、
陸
奥
は
後
者
の
立

場
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
徂
徠
学
の
教
養
と
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
を
つ
な
ぐ
理
解

の
通
路
を
ひ
ら
い
た
の
で
あ
る
。
陸
奥
が
最
初
か
ら
ベ
ン
サ
ム
の
思
想
を
よ
く
理
解

し
え
た
の
も
、
け
っ
し
て
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。」（『
陸
奥
宗
光
』

（
下
）、
二
四
〇
頁
）
ま
た
、
岡
崎
も
「
陸
奥
の
思
想
は
、
徂
徠
学
の
上
に
ベ
ン
サ
ム

の
影
響
を
受
け
て
い
る
。」（『
陸
奥
宗
光
と
そ
の
時
代
』、
一
三
四
頁
）、
と
述
べ
て

い
る
。

（
28
）　
「
福
堂
詩
存
」（『
伯
爵
陸
奥
宗
光
遺
稿
』
所
収
）、
七
一
六
頁
。

（
29
）　

穂
積
陳
重
『
祭
祀
及
礼
と
法
律
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
年
）、
二
四
九
頁
。
例
え

ば
、
穂
積
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。「
管
子
は
法
家
に
し
て
最
も
儒
家
に
近
い

…
…
管
子
は
…
…
法
を
以
て
治
道
の
本
と
為
し
、
法
治
を
主
と
し
礼
治
を
従
と
し
て

居
り
ま
す
。
又
こ
れ
と
同
時
に
、
礼
は
法
の
本
な
る
こ
と
を
認
め
て
、
事
実
上
礼
の

み
を
以
て
治
む
べ
か
ら
ざ
る
が
為
め
に
、
法
制
に
拠
っ
て
治
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
し

て
居
る
。」（
二
四
九
頁
）。

（
30
）　

永
井
義
雄
『
ベ
ン
サ
ム
』（『
人
類
の
知
的
遺
産
』
44
、
講
談
社
、
昭
和
五
十
七

年
）、
二
五
二
頁
。

（
31
）　

安
岡
昭
男
『
陸
奥
宗
光
』、
一
七
頁
。
尚
、
何
礼
之
の
英
学
塾
で
学
ん
だ
者
に
、

前
島
密
、
前
田
正
名
、
高
峰
譲
吉
、
山
口
尚
芳
、
栗
野
慎
一
郎
な
ど
が
い
る
。

（
32
）　

林
董
『
林
董
回
顧
録
』（『
東
洋
文
庫
』
173
所
収
、
平
凡
社
、
昭
和
四
十
五
年
）、

八
一
頁
。

（
33
）　

永
井
義
雄
『
ベ
ン
サ
ム
』、
三
五
六
│
七
頁
。

（
34
）　

同
右
、
三
五
九
頁
。
尚
、
島
本
仲
道
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
安
井
息
軒
と
土
佐
の

政
治
家
た
ち
」
参
照
。

（
35
）　
『
陸
奥
宗
光
伯
』、
九
六
頁
。

（
36
）　

陸
奥
宗
光
「
面
壁
独
語
」（『
伯
爵
陸
奥
宗
光
遺
稿
』
所
収
）、
二
七
│
八
頁
。

（
37
）　

同
右
、
二
八
頁
。

（
38
）　

同
右
、
二
一
│
二
頁
。

（
39
）　

陸
奥
宗
光
「
福
堂
独
語
」、
前
掲
書
所
収
、
九
九
頁
。

（
40
）　

陸
奥
宗
光
「
面
壁
独
語
」、
前
掲
書
所
収
、
四
五
頁
。

（
41
）　

陸
奥
宗
光
「
左
氏
辞
令
一
斑
」、
前
掲
書
所
収
、
六
九
九
│
七
〇
〇
頁
。

（
42
）　

陸
奥
宗
光
「
福
堂
独
語
」、
前
掲
書
所
収
、
一
三
六
│
七
頁
。

（
43
）　

紙
幅
の
都
合
で
こ
れ
以
上
論
ぜ
ら
れ
な
い
が
、
何
れ
機
会
を
得
て
詳
し
く
論
じ
て

み
た
い
。

（
44
）　

陸
奥
宗
光
「
憲
法
論
」（『
日
本
近
代
思
想
大
系
』
9
、『
憲
法
構
想
』
所
収
、
岩

波
書
店
、
平
成
元
年
）、
二
四
九
頁
。
江
村
栄
一
は
、
陸
奥
宗
光
の
外
遊
で
の
成
果

に
つ
い
て
の
萩
原
延
壽
の
解
釈
と
「
憲
政
論
」
と
は
一
致
し
て
い
る
と
し
て
次
の
よ

う
に
い
う
。「
陸
奥
に
は
明
治
十
六
年
か
ら
十
八
年
の
英
独
外
遊
の
成
果
で
あ
る
七

冊
の
英
文
ノ
ー
ト
が
あ
る
。
萩
原
延
壽
氏
の
研
究
（『
陸
奥
宗
光
』
下
巻
、
朝
日
新

聞
社
）
を
参
照
す
れ
ば
、「
憲
法
論
」
の
意
味
は
さ
ら
に
鮮
明
に
な
る
。
…
…
イ
ギ

リ
ス
で
責
任
内
閣
制
が
定
着
す
る
ま
で
に
二
百
年
か
か
っ
て
い
る
。
民
権
派
の
主
張

を
た
だ
ち
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
ば
ら
く
超
然
内
閣
制
の
立
憲
制
で
も
、

将
来
に
お
い
て
責
任
内
閣
制
を
実
現
で
き
る
と
す
る
立
場
を
と
る
。
こ
れ
が
外
遊
で

得
た
陸
奥
の
結
論
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
憲
法
論
」
と
萩
原
氏
の
解
釈
は
、
相
互
に
補
う
形
で
一
致
し
て
い
る
と
考
え
て

よ
い
。
陸
奥
は
英
文
ノ
ー
ト
の
場
合
と
同
様
に
下
院
議
員
選
挙
の
将
来
に
普
通
選
挙

を
是
認
し
て
い
る
。
総
員
仮
に
二
百
二
十
人
と
し
た
上
院
に
つ
い
て
も
、
府
県
会
選

出
の
議
員
四
十
六
名
（
明
治
二
十
一
年
の
三
府
四
十
三
県
を
仮
に
と
れ
ば
）
を
入
れ

る
こ
と
を
制
度
的
に
論
じ
て
い
る
。
明
治
憲
法
の
多
額
納
税
者
議
員
の
選
出
に
く
ら

べ
れ
ば
、
は
る
か
に
民
選
の
理
に
か
な
っ
て
い
る
。
有
爵
者
議
員
は
一
代
勅
選
議
員

と
し
、
人
数
規
定
が
必
要
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
陸
奥
の
「
憲
法
論
」
は
、
立

法
過
程
に
み
る
よ
う
に
保
守
的
で
は
あ
る
が
、
上
下
院
の
各
民
選
規
定
で
明
ら
か
な

よ
う
に
、
将
来
の
責
任
内
閣
制
を
展
望
し
て
制
度
的
に
布
石
が
打
た
れ
て
い
る
点
に

独
自
性
が
あ
る
。」（
家
永
三
郎
他
編
『
新
編　

明
治
前
期
の
憲
法
構
想
』、
福
村
出

版
、
平
成
十
七
年
、
一
〇
七
頁
）。

（
45
）　

陸
奥
宗
光
「
条
約
励
行
案
に
就
て
」（
水
口
俊
雄
編
纂
『
名
文
と
雄
弁
』
所
収
、

河
合
文
港
堂
、
明
治
四
十
二
年
）、
一
一
五
│
六
頁
。
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